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Ⅰ はじめに 

 

１ 趣旨 

 座間市教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第２６条の規定に基づき、教育に関する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行う

こととされています。 

＜参考＞ 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄） 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委

任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職員等に委

任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その

結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者

の知見の活用を図るものとする。 

 この規定は、教育委員会が教育行政事務に関し独立した執行権限を有する機関であることから、

教育の基本方針に基づき、どのように事務が執行されているかを自らチェックし、市民にその状

況を説明する必要があるとの目的で設けられたものです。 

 本市教育委員会の活動については、広報紙やホームページへの掲載等により市民の皆様への説

明に努めているところですが、同法に基づき教育事務の点検及び評価（以下「点検・評価」とい

う。）を実施し、その結果を公表するものです。 

 

２ 点検・評価の対象 

 点検・評価は、「第四次座間市総合計画基本構想」を実現するための教育部門における将来目

標「のびやかに 豊かな心 はぐくむまち」に向かって、五つの施策によって取り組んだ主な事

業のほか、平成２３年度を初年度とする「豊かな心を育むひまわりプラン」及び第四次座間市総

合計画の個別計画である「生涯学習プラン」により進められている令和２年度事業を対象に実施

しました。 

 なお、令和２年度は、「第四次座間市総合計画基本構想」及び「生涯学習プラン」における計

画期間の最終年度に当たることから、同年度に実施した事業に加え、これらの計画期間（平成２

３年度から令和２年度まで）全体の取組結果についても点検・評価の対象としました。 
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３ 点検・評価の方法 

 点検・評価に当たっては、「教育環境」、「学校保健」、「教育活動」、「生涯学習」及び「市民文

化」の施策ごとの主な事業について、昨年の報告書に示された課題等及び第四次座間市総合計画

基本構想に示した「目指す姿」の達成状況等も踏まえつつ、令和２年度における教育委員会とし

ての取組、今後の課題及び自己評価について考査し、できるだけ具体例を挙げながら分かりやす

く記述するよう努めました。 

 また、座間市行政評価や学識経験者の意見等を参考にし、第２期座間市教育大綱の基本目標を

着眼点に、点検及び評価を進めました。 

 

４ 学識経験者の意見 

 点検・評価の客観性を確保するため、本市の教育に関し学識経験を有する次の３人の方々によ

る点検評価委員会を設置し、様々な御意見、御助言をいただきました。御意見は、各施策の末に

付記するとともに、課題等に加えて今後の事業の実施に生かしてまいります。 

 〔座間市教育行政点検評価委員会委員〕                 （敬称略） 

職 氏    名 経         歴 

委員長 金 子 槇之輔 元座間市教育委員会教育長 

委 員 大 塚 知 子 元座間市教育委員長・元大和市立小学校長 

委 員 八 木   亨 元座間市教育委員会教育部長 

 

５ 新型コロナウイルスへの対応 

 令和２年２月以降、新型コロナウイルス感染症対策により、令和２年度事業に様々な影響が生

じました。このため、各施策の冒頭に施策全体への影響を記述のうえ、感染拡大防止に努めなが

ら行った教育活動や生涯学習等の取組及び今後の課題等について、可能な限り記述しました。 
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Ⅱ 令和２年度取組及び点検・評価結果 

 

１ 教育環境 

 

＜総合計画における目標＞ 

 小・中学校では、安全で快適な施設環境の下、児童、生徒が充実した教材を活用し、生き生き

として学習に取り組んでいます。 

 また、各種の就学援助制度により、経済的に安定して就学できる体制が整っています。 

 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とした小学校及び中学校の一斉臨時

休業が実施されました。これを契機に、オンライン学習が学びの機会の保障に効果的であるとし

てＧＩＧＡスクール構想（※１）が加速し、ＩＣＴ環境の整備が進みました。また、学校再開後にお

いては、感染症対策と教育活動の継続を両立させるための取組のひとつとして、感染を防ぐため

の設備や物品を設置しました。 

 

 (1) 安全・快適な教育施設環境の確保 

  【施策の方向】 

    環境負荷への低減を図りながら安全かつ快適な教育施設環境を確保します。 

 

  【取組の概要】 

   ① 学校施設の安全確保として、次のとおり法定点検及び安全点検を実施し、各点検で指

摘があったものについては、改修を実施しました。 

    ・ 消防設備点検業務委託 

    ・ 自家用電気工作物保安管理業務委託 

    ・ 受水槽高架水槽点検業務委託 

    ・ 運動遊具及び体育器具安全点検業務委託 

 また、文部科学省が推進している非構造部材（天井、壁材等）の点検を実施しました。

点検の結果、小・中学校１２校で階段天井及び教室の天井梁部等において使用されてい

る仕上げ材のモルタルに劣化が認められたため、これらの箇所の補修を実施しました。 

   ② 学習環境の改善及び老朽化対策として、学校現場の意見を取り入れながら、次のとお

り学校施設の非構造部材等のほか、トイレの改修を行いました。 

                                                                                      
※１ ＧＩＧＡスクール構想 

    global and innovation gateway for allの略。令和元年１２月に国が発表。１人１台端末及び高速大容量の通

信ネットワークを一体的に整備し、公正に個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させる構想。 
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    ・ 中原小学校屋上防水改修工事（Ⅱ期） 

    ・ 座間小学校屋外便所改修工事 

    ・ 東原小学校２号棟屋上防水改修工事 

    ・ 座間小学校中庭給水管改修工事（小規模工事） 

    ・ 栗原小学校給水ポンプ等改修工事（小規模工事） 

    ・ 立野台小学校床改修工事（小規模工事） 

    ・ ひばりが丘小学校電気設備改修工事（小規模工事） 

    ・ 東中学校防球ネット設置工事（小規模工事） 

    ・ 西中学校電気室出入口ドア内部止水工事（小規模工事） 

   ③ 空調設備機器に損傷やガス漏れ等の異常がないことを点検し、故障が発生した場合は

速やかに修理することで、熱中症の防止及び快適な学習環境を維持しました。 

   ④ エコへの取組を次のとおり継続して実施しました。 

    ・ 学校現場の協力を得ながら児童生徒等によるゴーヤ、ヘチマ、あさがお等を使用し

たグリーンカーテン作りを推進し、１７校中１３校で実施しました。令和２年度の学

校の太陽光発電・緑化ウォール等の設置率は、７６．５％となりました。 

    ・ 校庭の一部を芝生化している座間中学校では、学校と地域交流協議会との協働によ

る芝生の管理を継続して実施しました。この芝生は、生徒が部活の休憩場所として利

用しています。 

   ⑤ ＧＩＧＡスクール構想実現のため、学校施設内の次の場所に高速大容量の通信ネット

ワーク環境を整備しました。また、普通教室には学習用端末の保管庫を設置しました。 

    ・ 普通教室（特別学級の教室含む） 

    ・ 特別教室（図書室、理科室、音楽室、図工室、パソコン教室、視聴覚室等） 

    ・ 体育館 

   ⑥ 新型コロナウイルス感染症対策として、手洗い時における接触機会を減らすため自動

水栓を設置しました。また、一斉臨時休業を実施したことに伴い、授業時数を確保する

ために気温が高い時期に授業を行う機会が増えたこと等により、スポットクーラー等を

配置しました。 

 

  【課題等】 

   ① 学校施設の安全確保のため、法定の定期点検等を実施し、不良箇所及び老朽化による

劣化や消耗が進んでいる箇所の修繕等を継続的に行う必要があります。 

   ② 学校校舎等の構造体の耐震化は全校で完了していますが、避難所にも指定されている

学校施設は全体的に老朽化が進んでいます。施設の安全性を最優先に、トイレを始めと

する設備の改善、非構造部材の耐震化及び防災機能強化に積極的に取り組む必要があり
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ます。また、学校施設の中には建築から５０年以上経過している建物もあり、児童生徒

数が減少傾向にあることから、公共施設再整備計画（※２）とも整合を図りつつ、長期的な

改修、改築計画等を作成し、学校施設の再整備について検討を始める必要があります。 

   ③ 栗原小学校及び相模野小学校の空調設備は設置から２０余年が経過し、保守や修繕が

困難になりつつあることから、設備の更新が必要です。 

   ④ 校庭の芝生化は、整備後の継続的な維持管理が課題です。各種団体や地域における芝

生化に対する機運の高まりによる学校支援や地域連携をもって整備する必要があります。 

   ⑤ 持ち運び可能な学習用端末が全児童生徒分整備されたことから、既存のパソコン教室

の在り方について研究する必要があります。 

   ⑥ 新型コロナウイルス感染症は、密接、密集、密閉といった「３つの密」がリスクとさ

れています。このため、児童生徒が多数集まる学校施設においては、これらを回避する

ための設備及び備品の導入や検討が引き続き必要です。 

 

 (2) 情報機器等の整備 

  【施策の方向】 

    児童、生徒が理解しやすく、意欲的に授業に取り組むことができる情報機器等の整備を

進めます。 

 

  【取組の概要】 

   ① ＧＩＧＡスクール構想の実現及び新型コロナウイルス感染症による臨時休業時等にお

ける学習機会を保障するため、全児童生徒分の学習用端末を令和３年２月末までに９，

６９３台整備し、家庭にインターネット接続環境が整っていない児童生徒用として、貸

出用モバイルルーターを２５０台整備しました。また、児童生徒の学習用端末を活用し

た授業に取り組むために、教育研究部門が小・中学校全校を訪問し、全ての教職員を対

象として、学習用端末を用いた授業の体験研修を実施しました。 

   ② 耐用年数を超過した電子黒板について、昨年度更新した５１台に続き、令和２年度は

残り全ての電子黒板３１６台を更新しました。また、更新にあたっては画面サイズを５

０インチから６５インチに大型化したことにより、更に情報教育環境が向上しました。

普通教室の電子黒板整備率は、平成２８年度以降１００％を達成しています。 

   ③ 教職員の多忙感の軽減を目的に平成２９年度に導入した校務支援システム（※３）の活用

も進んでおり、成績処理等に係る校務処理時間が短縮されました。また、児童生徒と向

                                                                                      
※２ 公共施設再整備計画 

    令和２年２月策定。学校施設については、令和１１年度まで現状の体制を維持していく。 

※３ 校務支援システム 

    出席簿、通知表、指導要録の作成、保健管理等の事務処理及び職員間の情報共有を可能にするシステム。 
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き合う時間の確保にも繋がっています。令和２年度末に教職員を対象に実施したアンケ

ート結果によると「校務支援システムの活用で負担軽減を感じている」と答えた割合は

全体の７８．４％でした。 

 

  【課題等】 

   ① ＧＩＧＡスクール構想の実現など教育環境が著しく進化している中で、教職員がＩＣ

Ｔ（※４）を活用したより良い教育活動を積極的に実践したり、児童生徒がコンピュータ機

器とともにネットワークなどの情報手段に慣れ親しむことで、情報モラルを含めた情報

活用能力を身に付けたりすることが求められています。 

   ② 国の教育振興基本計画等に基づき、学校のＩＣＴ環境はハード面を中心に整備が進み

ましたが、ＩＣＴ機器は技術や機能の進化が速いため、更新を計画的に進め、引き続き

教育の情報化を着実に推進していく必要があります。また、ＩＣＴ機器の導入検討に当

たっては、常に学校現場と教育研究部門とが連携して取り組む必要があります。 

   ③ 校務支援システムの機能に対する教職員の理解度に個人差が見受けられるため、研修

機会を設ける等の対応が必要です。 

 

 (3) 多面的な教育振興 

  【施策の方向】 

    教育の機会均等を図るため、幼児（※５）・生徒の保護者の経済的な負担軽減を図ります。 

 

  【取組の概要】 

     学校教育法に規定する高等学校課程及び高等専門学校課程に進学する生徒に経済的援

助を行うため、市進学資金貸付制度の案内を中学校３学年に配布する等により周知しまし

た。更に、保護者からの問い合わせや相談の際には、県が実施する高等学校奨学金貸付制

度の情報提供も行いました。 

    また、貸付金の返還が滞っている家庭を個別に訪問するなど、滞納の解消に努めました。 

 

 

 

 

 

                                                                                      
※４ ＩＣＴ 

    Information & Communication Technology の略で、情報通信技術を活用したコミュニケーション、情報・知識

の共有をより強調した表現。 

※５ 幼児教育に係る事業は、平成２８年度から市長部局の子ども未来部保育課に移管。 
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    〔高校進学資金貸付人数〕 

年 度 

項 目 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

公立高校進学者 

(貸付額１０万円) 
２人 ０人 ０人 １人 ０人 

私立高校進学者 

(貸付額２０万円) 
０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

合 計 ２人 ０人 ０人 １人 ０人 

 

  【課題等】 

    県内私立高等学校の授業料が実質無償化される世帯が、国及び県の補助が更に拡充され

たことにより、年収７００万円未満（令和元年度は年収５９０万円未満）となりました。

また、県の補助拡充により、住民税非課税世帯等は入学金についても実質無償化されまし

た。 

本市の奨学金は、最も費用が掛かる入学時に全額を一括して貸与することが特徴ですが、

国及び県の制度が拡充しつつあることから、制度見直しの検討が課題となっています。 

 

＜点検評価委員の主な意見＞ 

〇 学校施設の安全確保について、施設の老朽化が進む中、防災機能強化等の継続的な取組に加

え、新型コロナウイルス感染症対策の観点からも施設の改修や設備、備品の整備を検討してい

くことが必要である。また、適切な維持管理のためにも、学校現場との連携を密にし、法定点

検、定期点検はもとより、常日頃から施設全般に目配りを行い、施設の安全確保を進めていく

ことが必要である。 

〇 学校のＩＣＴ環境について、国の動向を確実に捉えた対応により、令和２年度末までに一人

１台の学習用端末、高速大容量の校内通信ネットワーク及び貸出用モバイルルーターの整備を

完了し、教育の情報化を着実に推進してきたことを評価する。今後は、教育研究部門と連携し、

各学校で学習用端末を活用した授業研究が迅速に推進されることを期待する。 

〇 新型コロナウイルス感染症対策として、手洗い時における接触機会を減らすための自動水栓

の設置及び空調設備が無い場所での授業に備えスポットクーラー等を配置したことを評価す

る。 

〇 高等学校等の学費支援については、私立高校の授業料が実質無償化となる世帯が年収７００

万円未満まで拡充され、年収７５０万円未満の世帯には返済不要の入学金１０万円が補助され

る等、国及び県の支援が拡充している。この現状を踏まえ、本市進学資金貸付制度については、

制度の終了を含めた見直しの検討が必要である。 
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＜評価＞ 

◎ 学校施設の老朽化が進む中、安全を最優先に改修、補修を進め、一定の改修効果が認められ

ました。しかし、施設の延命及び快適な教育施設環境を維持するためには、引き続き積極的な

改修が必要です。また、トイレ等の改修及び防災機能強化についても継続して重点的に取り組

み、着実な進展を図る必要があります。 

◎ 学校の太陽光発電・緑化ウォール等の設置率は、第四次座間市総合計画基本構想の令和２年

度目標値である５０％を達成し、エコへの関心、取組が定着しました。 

◎ 普通教室等の電子黒板整備率は、第四次座間市総合計画基本構想の令和２年度目標値である

１００％を達成しました。また、全児童生徒分の学習用端末及び高速大容量の校内通信ネット

ワークの整備が完了し、ＩＣＴ利活用のための基盤が整いました。 



 

 

- 9 - 

２ 学校保健 

 

＜総合計画における目標＞ 

 子どもたちは、各種健康診断の実施や安全、安心で栄養バランスの取れたおいしい給食を食べ

ることにより、健康保持、健康増進が図られ、衛生的な環境の下、心身ともに健康な学校生活を

送っています。 

  

令和２年度は、学校における新型コロナウイルスの集団感染を防ぐため、感染症予防対策を徹

底するとともに、感染対策を行いながら教育活動を継続するため、各施策を実施しました。 

 

 (1) 健康管理の実施 

  【施策の方向】 

    児童、生徒の健康管理を行います。 

 

  【取組の概要】 

   ① 児童生徒が自分自身の健康状態を認識するとともに、家庭での対応ができるよう、次

のとおり各種健康診断を医師会、歯科医師会及び学校医と学校の連携の下に円滑に実施

しました。結果は家庭に連絡するとともに、保健指導や治療勧告等を行い、健康の保持

及び増進に努めました。 

    ・ 児童生徒全員に発育測定 

・ 児童生徒全員に内科検診、歯科検診及び尿検査 

    ・ 小学校１年生の児童及び中学校１年生の生徒に心臓病検査（心電図） 

    ・ 心臓病検査の結果により、二次検査として胸部Ⅹ線検査や心電図検査 

    ・ 尿検査に伴う腎臓病検査費用や糖尿病に係る検査費用の助成 

また、発育測定から分かる肥満傾向の児童生徒は、高血圧、高脂血症など将来の糖尿

病や心臓病などの生活習慣病につながることが懸念されます。反対に思春期には食事の

量を減らす無理な減量をするなどの傾向も見られます。全児童生徒に対する肥満ややせ

傾向の割合は次のとおりです。 

○発育測定値に基づく肥満・やせ傾向率（標準体重の 20%を上回る又は下回る児童生徒の割合） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

率 

（％） 
9.9 9.3 10.5 10.3 9.3 9.9 10.3 8.8 9.2 11.9 

     更に学校医、学校薬剤師、ＰＴＡ代表等の８つの部会代表者で構成する学校保健会を

補助し、協働して目的を達成するよう努めました。 
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   ② 児童生徒が望ましい食生活の基礎・基本を身に付け、食事を通じて自らの健康管理が

できるよう次のとおり取り組みました。 

    ・ 昼食時に食材、栄養価、食事例等、食を意識できるような放送を流し、更に各教科、

給食時等に担任・教科担当教諭・栄養教諭・栄養士が五大栄養素の解説、食事のマナ

ー等食育の指導をしました。 

    ・ 給食を生きた教材とするために、「世界の料理を知ろう！」を年間献立のメインテー

マとし、東京オリンピックの開催予定であるこの機会に他国の食文化に触れられるよ

う取り組みました。 

    ・ 学校給食摂取基準により栄養管理された給食は、健康保持・増進につながりますが、

残食が多ければ、児童の健全な発育を支えることができません。そのため、栄養教諭・

栄養士等が、給食の研究や献立等の工夫、食育指導に取り組みました。 

小学校給食の残食割合は、次のとおりです。 

○小学校給食残食率 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

率 

（％） 
2.8 2.4 2.2 2.0 1.9 1.2 1.2 0.9 1.3 1.4 

   ③ 学校での新型コロナウイルス感染症対策として、次の取組を行いました。 

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和２年４月７日から同年５月３１日ま

での期間、昨年度に引き続き、小・中学校の一斉臨時休業を実施しました。 

・ 民間企業から寄贈を受けた不織布マスク２０万枚の一部を活用し、児童生徒に一人

当たり１０枚、教職員には一人当たり３０枚程度を配付しました。 

・ 学校保健特別対策事業費補助金を活用し、学校長の裁量で迅速かつ柔軟に保健衛生

用品等を購入できるよう予算措置を行いました。各校では、学校を再開及び継続する

に当たり、飛沫防止用マスクや消毒用アルコール、ポリエチレン手袋、電子体温計等

の整備を行い、学校における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減したうえで、

学校運営を継続することができました。 

・ 給食の際は、児童は前を向き、黙食するように指導しました。また、リサイクルす

るための給食用牛乳パックの児童による洗浄は、感染症予防の観点から中止しました。 

 

  【課題等】 

①  令和２年度の肥満・やせ傾向率は、１１．９％であり、内訳として特に肥満傾向率

が９．９％と昨年度に比べ２．７％増加しました。今後、教育指導課と連携し、コロ

ナ禍における生活習慣等に対する保健指導の工夫を図る必要があります。 

   ② 給食用牛乳パックは、資源の循環的利用や資源リサイクル指導のため、児童による洗



 

 

- 11 - 

浄を行い、リサイクル活動を続けてきましたが、令和２年度は、洗浄時の新型コロナウ

イルスへの感染リスクを避ける必要があるため中止しました。感染リスクを低減しなが

らリサイクル活動を再開できるよう研究する必要があります。 

   ③ 学校における新型コロナウイルス感染症対策は、長期的な対応が見込まれることから、

今後も学校における感染症対策として、保健衛生用品等を継続して整備していく必要が

あります。 

 

 (2) 環境衛生の維持・改善 

  【施策の方向】 

    環境衛生の維持、改善を図ります。 

 

  【取組の概要】 

   ① 学校の衛生管理を図るために、薬剤師会の協力の下、次の環境衛生検査を実施し、更

に専門業者による校内の消毒を実施することで、児童生徒が常に最適な環境下で勉学で

きるよう学校環境衛生の水準を維持しました。 

実施検査等 検査結果等 

飲料水の水質検査  水質基準に適合 

教室の空気検査及び照度検

査 

 基準を満たすために窓を開けての換気、蛍光管の球切

れ交換等運用面で改善するように助言を行いました。 

 なお、照明設備で改修を検討した方が良い場合には、

施設所管課と連携し、改善を図りました。 

衛生害虫防除消毒 
 小学校は、年２回実施（夏休み・春休み） 

 中学校は、年１回実施（夏休み） 

   ② 環境衛生検査などの機会において、薬剤師の専門的立場から学校内における効率的な

換気方法や、消毒用エタノールが入手できない際の代用品による消毒方法等についての

助言及び指導を頂き、学校における感染予防対策を実施しました。 

 

  【課題等】 

① 給水設備を含む施設全体の老朽化が進んでいるため、改修の検討及び環境衛生の水準

の維持が必要です。 

   ② 教室内での新型コロナウイルス感染症対策のため、引き続き、各校での換気の徹底が

図られるよう取り組む必要があります。 
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 (3) 給食の施設・設備の充実 

  【施策の方向】 

    給食の施設、設備の充実を図ります。 

 

  【取組の概要】 

① 小学校給食では、給食施設・備品の修繕を随時行うとともに、給食設備や備品を計画

的に更新し、より安全で衛生的な給食調理業務に取り組みました。 

・ 異物混入防止等食品の衛生管理水準向上のため、調理室等の照明改修を実施した学

校 

座間小学校、相武台東小学校、ひばりが丘小学校、相模が丘小学校、立野台小学校、 

入谷小学校、中原小学校 

・ リース契約により更新した備品 

     食器洗浄機・・・東原小学校    食器消毒保管庫・・・相武台東小学校 

     牛乳保冷庫・・・相模が丘小学校  冷凍庫・・・栗原小学校、東原小学校 

     ガス回転釜・・・座間小学校、相模野小学校、相武台東小学校 

     球根皮むき機・・・相模野小学校、ひばりが丘小学校、東原小学校 

     検食用冷凍庫・・・相武台東小学校、立野台小学校 

    ・ 購入により更新した主な備品 

     三層シンク・・・中原小学校 

     配膳台・・・相模が丘小学校、立野台小学校、入谷小学校、中原小学校 

   ② 中学校給食では、家庭からの愛情弁当の良さを残しつつ、給食を必要とする家庭には、

市の専属栄養士が献立を作り、栄養バランスに配慮した給食も選択することができる「選

択式給食」を実施しています。同給食では、次の取組を行いました。 

    ・ アンケートの結果について市のホームページに掲載し、周知を図りました。 

    ・ 味や量に関する意見を参考に献立の改良を実施しました。 

    ・ 安心・安全な給食を提供するため、委託事業者の調理施設を定期的に訪問し、調理

工程・調理施設に対し、指導を行いました。 

    ・ 毎月、委託事業者との献立会議を実施し、おいしい給食になるよう味付けの改良に

努めました。 

    ・ 新入学生徒保護者に向けた中学校給食（選択式）の周知方法として、例年実施して

いる中学校入学説明会時における利用ガイド等の配付に加え、令和２年度は、教育委

員会の職員及び栄養士から給食の説明を行いました。 

③ 学校給食での新型コロナウイルス感染症対策として、次の取組を行いました。 

    ・ 小・中学校の一斉臨時休業に伴い、令和２年３月２日（月）から同年６月１２日（金）
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までの期間の給食を休止しました。 

      なお、小学校給食は、納品が可能な給食用物資での主食と牛乳のみの簡易給食を６

月１５日（月）から６月１９日（金）まで実施し、６月２２日（月）から通常給食を

再開しました。 

      また、中学校給食（選択式）では、６月１５日（月）から通常どおり再開しました。 

    ・ 小・中学校の一斉臨時休業に伴う給食休止により、物資納入事業者が購入し、廃棄

せざるを得なかった食材に係る経費及び発注した食材に係る違約金について、保護者

の負担とならないよう「座間市小学校の学校給食の休止に伴う経費に対する補助金」

を創設し、補助を行いました。 

    ・ 中学校給食（選択式）調理業務等受託者が、安定して事業を継続及び維持するため

に必要な経費の一部を支援しました。 

・ 例年、保護者に中学校給食（選択式）の理解を深めるため、小学校６年生とその保

護者及び中学校１・２年生の保護者を対象に試食会を開催していますが、令和２年度

は新型コロナウイルス感染症対策で中止しました。 

 

  【課題等】 

① 給食施設・換気設備の延命化を図るため、施設の計画的な修繕や換気設備の清掃等を

継続し、大型備品の更新も併せて行っていく必要があります。 

  また、給食調理員の熱中症対策や食品の衛生管理のため、温度及び湿度管理が適切に

行える空調機設置の必要があります。 

② 中学校給食に関するアンケートの結果、申込及び支払方法の利便性向上、栄養バラン

ス及び味に対する要望があったため、今後、更なる調査、研究が必要です。 

③ 学校給食における新型コロナウイルス感染症対策は、長期的な対応が見込まれ、今後

も感染の拡大により一斉臨時休業や給食休止に係る対応が必要になる可能性があります。

速やかな対応が出来るよう準備しておく必要があります。 

 

 (4) 教職員の福利厚生事業の支援 

  【施策の方向】 

    教職員の福利厚生事業の支援をします。 

 

  【取組の概要】 

     教職員の健康を確保し、活力ある教育の推進を図るため、人間ドック受診への補助金

の交付を行いました。 

     全教職員が年に一回、教職員定期健康診断又は人間ドックを受診することにより健康
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管理に努めました。 

     互助会会員４８３人のうち、２３８人の人間ドック受診者に対し、市から補助金が交

付されました。 

 

  【課題等】 

     人間ドック受診者に対する補助金の交付率は、令和元年度が９９.２％、令和２年度は

１００％と高い交付率を維持しており、教職員が自らの健康を維持、促進するための一

助となっています。 

     今後も、教職員の健康を確保し、活力ある教育の推進を図るため、本事業について、

学校へ周知徹底を図る必要があります。 

 

 (5) 保護者の経済的負担軽減 

  【施策の方向】 

    教育の機会均等を図るため、学校教育法に基づき児童、生徒の保護者の経済的な負担軽

減を図ります。 

 

  【取組の概要】 

 経済的理由により、就学が困難な児童生徒及び次年度小学校入学予定の保護者に対し

て援助を行いました。 

・ 新たに、新入学学用品費を入学前に支給する入学準備金（小学校）を支給対象項目

に追加しました。 

・ 新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、就学援助の申請受付期間を令和２年５

月末まで約１月延長しました。 

・ 援助対象者については、原則として前年の世帯全員の合計所得で審査するところ、

収入が急激に減少した世帯に対しては令和２年の収入状況を審査に用いました。 

・ 援助の詳細 

  援助対象児童生徒  １，１３０人（児童 ７１０人、生徒 ４２０人） 

      援助対象未就学児    １３８人 

      支 給 対 象 項 目  給食費、学用品費、通学用品費、新入学学用品費、 

                校外活動費、医療費、修学旅行費、体育実技用具費、 

                中学校給食（選択式）給食費、入学準備金 
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年 度 

項 目 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

援助対象児童 ７７８人 ７７２人 ７６３人 ７４１人 ７１０人 

援助対象生徒 ４６３人 ４４５人 ３９９人 ４０１人 ４２０人 

合 計 １，２４１人 １，２１７人 １，１６２人 １，１４２人 １，１３０人 

援助対象未就学児     １３８人 

 

  【課題等】 

 入学準備金の導入は、必要な時期に必要な支援を受けることができるという評価をい

ただいています。今後も保護者ニーズ等を踏まえながら継続して支援体制の充実に努め

ていく必要があります。 

 

＜点検評価委員の主な意見＞ 

〇 小・中学校の一斉臨時休業後、分散登校期間を経て通常登校へ移行した経過の中、児童生徒

を学校に受け入れるにあたり、学校における新型コロナウイルス感染症の対応全般について、

学校との連携を図り、感染防止対策に可能な限り取り組んできたことを評価する。学校におけ

る教育活動を継続していくための感染症対策については、これまでの対応に加え、今後予想さ

れる事態も含めて整理し、その対策を検討しておくことが必要である。 

〇 小学校の給食施設が全体的に老朽化している中、修繕については即対応し、設備や備品につ

いては計画的に更新を進めており、安全で衛生的な給食調理業務が実施されるよう取り組んで

いることを評価する。ただし、より安全で衛生的な給食調理業務が行える環境として、給食調

理室への空調機器設置は必須条件であり、早急な設置が望ましい。 

〇 栄養士、栄養教諭、調理員等の努力による栄養バランスの取れたおいしい給食の提供により、

残食率も低く、食育指導も推進されていることが伺えるが、家庭や地域との協働による更なる

食育の推進が大切である。 

〇 中学校給食（選択式）は、思春期の中学生の体格や個人差に柔軟に応えることのできる事業

であり、保護者の事情や食育に対する考え方に配慮した事業であると大いに評価したい。今後

とも安心・安全・利便性の向上に努力されたい。 
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＜評価＞ 

◎ 第四次座間市総合計画基本構想に掲げた肥満・やせ傾向率の令和２年度目標値は８．４％で

あり、平成３０年度は８．８％、令和元年度は９．２％と目標値に近い数値でしたが、令和２

年度は特に肥満傾向が増加したため１１．９％でした。新型コロナウイルス感染症対策による

外出自粛や小・中学校の一斉臨時休業及び部活動の制限等の影響により、運動する機会が減少

したことが原因と考えられます。今後、教育指導課と連携し、コロナ禍における生活習慣等に

対する保健指導等の充実が必要です。 

◎ 第四次座間市総合計画基本構想に掲げた小学校給食残食率の令和２年度目標値である２．

７％に対し、栄養教諭・栄養士の研究や献立等の工夫、食育指導の取組の結果、目標を上回る

１．４％を達成しました。今後も残食が減るよう取組を推進します。 

◎ 福利厚生事業において、人間ドック受診者への補助金交付は、教職員が自らの健康を維持す

るための一助になりました。 
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３ 教育活動 

 

＜総合計画における目標＞ 

 子どもたちは、家庭･学校・地域の中で各々の個性を尊重し、ともに学び合うことを通して一

人ひとりが豊かな心をはぐくみ、生きる力を培い、明るく元気な生活を送っています。 

 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う緊急事態宣言が出され、小学校及び

中学校は４月７日から５月３１日までが一斉臨時休業となりました。６月に学校が再開され、分

散登校期間を経て、６月半ばより通常授業が始まりました。その後も感染対策をとりながら、様々

な制限のある環境の中で児童生徒の教育活動、教職員の研修等を行いました。 

学校再開後の６月以降、小・中学校では文部科学省の「学校における新型コロナウイルス感染

症に関する管理衛生マニュアル『学校の新しい生活様式』」を参考に感染防止に努めるとともに、

心の不安の軽減に最大限の配慮をしながら、学びを継続しました。 

 

 (1) 教育指導の計画的実施 

  【施策の方向】 

    豊かな心をはぐくむための教育指導を計画に基づき、一人ひとりの学びを高めます。 

 

  【取組の概要】 

   ① 新型コロナウイルス感染症の対応 

     授業時数が大幅に減少しただけでなく、感染防止対策のため、児童生徒が十分な距離

を確保できない活動実施が難しくなるなど、学び合う学習ができない状況の中で各校が

それに対応した学習を行いました。学校行事についても縮小や延期、リモートによる開

催等、実施のための努力をしましたが、児童生徒の学校生活の様子を保護者が参観でき

る機会はほとんどない１年となりました。中学校では、６月の土曜日に授業を４日間実

施し、小・中学校で夏季休業を８月８日から同月２６日まで、冬季休業を１２月２６日

から１月５日までと予定よりも短くし、更に各校で学校行事等の見直しを図りながら、

授業時数の確保を図りました。 

   ② 「豊かな心を育むひまわりプラン」の推進 

    ・ 各学校では、「豊かな心を育むひまわりプラン」や「ざまっ子八つの誓い」「こんな

大人になってほしい」などの掲示や、道徳の時間を要とした学校生活全体を通して児

童生徒の豊かな心を育む道徳教育を推進しました。 

    ・ 各学校では、教育大綱に示されている書く力の向上を中心とする確かな学力の育成

について、国語の授業を中心に取り組みました。 
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    ・ 学校の校内研究では、６校が研究主題に豊かな心の育成を掲げ取り組みました。座

間市の指定研究を受けた旭小学校は１１月に「豊かな心をもつ子の育成 ～一人ひとり

が、達成感を覚える国語の授業を目指して～」を研究主題とした研究発表を行いまし

た。研究成果は各小・中学校に伝達され、豊かな心を育む教育が推進される原動力と

なりました。     

    ・ 日々の学校生活の中で、児童生徒が積極的にあいさつをしたり、友達と協力して行

事に取り組んだりする姿から、豊かな心が育っていることがわかります。 

    ・ 令和２年度座間市児童生徒朝食アンケートによると、小学生の９５．４％、中学生

の９１．４％が朝食を毎日食べるまたは食べる日が多いと回答しました。このことか

ら、家庭では保護者が「早寝・早起き・朝ごはん」を合言葉に、子どもたちの生活習

慣を整えていることがわかります。また、学校での食育を受けて、親子で料理をした

り、噛むことを意識したりする取組が見られるなど、学校での取組が家庭でも生かさ

れてきています。 

    ・ 豊かな心を育むひまわりプラン推進委員会を中心に、座間の子どもたちが、郷土へ

の愛と誇りを持つための一助として作成した、副読本「郷土の先人に学ぶ」（※１）を小

学校６年生以上に配本しました。 

    ・ 各学校で、道徳や郷土学習の時間に副読本を活用できるよう、道徳の学習指導案や

資料をホームページに掲載しています。学校では、副読本を活用した授業を年間指導

計画に位置付けるなど、学級担任による授業実践が行われるようになっています。 

・ 家庭・地域の方々に「豊かな心を育むひまわりプラン」の具体的な取組の視点を理

解していただくため、市内各自治会の掲示板への掲示、市ホームページへの掲載をし

ました。 

・ 地域の方々は、学校や保護者と協働して、登下校中の見守りの中で、あいさつをし

たり、交通安全の声掛けをしたりしました。また、地域の危険箇所や不審者情報を学

校と共有するなど、安全・安心な地域になるよう努めました。 

   ③ Ｑ－Ｕ（※２）の実施 

    ・ 児童生徒が満足した学級や学校生活を過ごせているかを把握し、学級担任等がその

結果を指導に反映させ、児童生徒の学校生活をより充実したものにしていけるよう取

り組みました。学級担任等はＱ－Ｕの結果により学級全体の様子をつかみ、学級集団

に対する指導や個別の支援に活用し、いじめ等の未然防止につなげました。希望に応

                                                                                      
※１ 令和２年度（令和２年度第４刷改訂版）は、大矢矢市氏、瀬戸吉五郎氏、村上ミキ氏、本多愛男氏、鈴木利貞氏、

庵政三氏、高松ミキ氏の７名を収録 

※２ Ｑ－Ｕ 

    Questionnaire-Utilitiesの略で「級友」という意味も兼ねている。児童、生徒へのアンケートで学級改善を図

るもの。「気軽に話せる友達がいる」等の小学生は１２問、中学生４０問の簡単な質問に答えることで、子どもの

状況やそのクラスの状況を分析し、そのためにどのように対策をしていくかを担任が把握できます。 
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じ、講師を派遣し、Ｑ－Ｕの結果の分析や活用法について研修も実施しました。 

    ・ いじめについては、各学校でいじめの起きにくい集団づくりに努めるとともに、い

じめを認知した際は早期対応・早期解消に努めました。教育委員会では平成３０年に

改定した「座間市いじめ防止基本方針」をもとに、いじめの未然防止、早期発見・早

期解消、重大事態等への対応を図ってきました。また、医師、弁護士、臨床心理士、

学識経験者、警察ОＢ、小・中学校ＰＴＡ代表等からなる座間市学校課題協議会によ

るいじめの重大事態対応等に備える体制を整えました。 

    ・ いじめや虐待等の案件に対し、学校と教育委員会は関係機関と連携し、的確に対応

できるよう努めました。 

   ④ 学校図書館司書の配置 

    ・ 小学校全校（１１校）と中学校全校（６校）に司書資格を持つ職員を各校１人配置

したことにより、朝の読書活動で読むことのできる本の紹介や新刊本の紹介等を行う

ことができました。 

    ・ 教職員と協力して本の整理整頓や環境整備を行うことで、館内の雰囲気が明るくな

っています。司書が常にいることで、児童生徒は本への関心を高め、学校図書館を利

用し本を借りようとする意欲につながっています。 

    ・ 小学校では、本の読み聞かせボランティアと連携し、低学年のうちから本に親しむ

機会を作ることができ、児童の読書活動の推進に大変役立っています。 

      また、中学校では、ベストセラーになった本を含め、新刊がいち早く生徒の手に届

く環境になり、生徒の読書離れに歯止めをかける一助となりました。 

    ・ 図書委員会の活動支援や、「おすすめの本紹介」を企画するなどして、児童生徒の読

書の幅を広げることができました。 

    ・ 学校と市立図書館の連携体制を構築し、調べ学習などで複数の児童生徒が同じ本を

使用したい時や学校にない本を使用したい時などに、学校図書館司書がネットワーク

を通じて市立図書館の蔵書を確認し、市立図書館から借りて授業等に幅広く活用しま

した。（表３） 

      学校図書館司書を介し市立図書館と連携したことで、学校と市立図書館との連携が

進みました。 

      これらの取組のように、学校図書館司書の配置によって、児童生徒の読書活動が推

進されており、児童生徒の豊かな心の育成につながっています。 
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      表１ 児童一人当たりの年間貸出冊数（年間貸出冊数÷全児童数 小数第２位以下四捨五入） 

年度 座間小 栗原小 相模野小 
相武台東

小 

ひばりが

丘小 
東原小 

相模が丘

小 
立野台小 入谷小 旭小 中原小 

元 11.2 10.9 24.5 13.2 17.9 15.2 22.9 18.4 10.4 30.3 32.9 

２ 10.8 10.1 31.7 23.9 18.1 24.7 19.8 20.2 22.7 29.1 27.0 

      ※各学級の図書室利用時間（週一時間）や、授業の中で使われた冊数は含みません。 

 

      表２ 生徒一人当たりの年間貸出冊数（年間貸出冊数÷全生徒数 小数第２位以下四捨五入） 

年度 座間中 西 中 東 中 栗原中 相模中 南 中 

元 ３．２ １．０ ３．９ ３．９ ７．２ ５．８ 

２ １．９ １．９ １．８ ４．５ ４．２ ２．８ 

      ※国語・社会・理科・総合的な学習の時間等の、授業の中で使われた冊数は含みません。 

 

      表３ 学校が市立図書館から借りた本の冊数（市立図書館団体貸出冊数） 

年度 小学校 中学校 合計 

元 ５５８ ４２６ ９８４ 

２ ３６１ ２０２ ５６３ 

 

  【課題等】 

   ① 新型コロナウイルス感染症の対応 

     休校になった際の家庭学習の取組方法について、学校としての具体的な方法を検討す

る必要があります。 

   ② 「豊かな心を育むひまわりプラン」の推進 

     「特別の教科 道徳」の指導を充実させるために、「道徳研修会」を通して授業力向上

を図りながら、本プランをより一層、家庭・地域に周知するとともに、家庭・地域の具

体的な取組の視点を明確にしていく必要があります。また、生涯学習主管課と連携を図

りながら、本プランの更なる推進が図られるよう検討していく必要があります。 

     更に、全国学力学習状況調査の児童生徒質問紙や学校評価に係るアンケート等の結果

を参考に、児童生徒の意識を確認しながら、取組を進めていく必要があります。 

     朝食アンケートでは、小学生の４．３％、中学生の７．３％が朝食を食べない日が多

いまたはほとんど食べないと回答しましたので、「早寝・早起き・朝ごはん」の更なる呼

びかけが必要です。 

   ③ Ｑ－Ｕの実施 

     教員に対して、講師等によるＱ－Ｕの効果的な活用方法の研修を実施します。 
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   ④ 学校図書館司書の配置 

     学校図書館の活用推進を図るため、平成 29年度から学校図書館司書の勤務日数を増加

（平成２８年度：年間１００日、平成２９年度～令和２年度：年間１６０日）してきま

した。今後も、市立図書館との連携を更に深め、学校図書館を活用した授業実践などの

研究・研修を進めます。 

 

(2) 地域連携による学校づくり 

  【施策の方向】 

    地域の人々と連携して、地域の特色を生かした学校づくりや安心して学べる環境づくり

に努めます。 

 

  【取組の概要】 

   ① こころ・ときめきスクール推進委託事業 

    ・ ６月までの臨時休業及び新型コロナウイルス感染症対策の観点から、児童生徒が密

になる体験活動や外部講師を招いての活動が実施できない状況となり、協力者数が減

少しました。 

年 度 

項 目 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

協力者数 

小学校 １，００９人 １，１２５人 １，１５９人 ９８６人 ３６９人 

中学校 ６２０人 ５１２人 ６２９人 ７５５人 １２９人 

合計 １，６２９人 １，６３７人 １，７８８人 １，７４１人 ４９８人 

    ・ 感染者数が落ち着いた２学期には、各学校が「３つの密」を避ける工夫をしながら

実施しました。 

    ・ 小学校では米作り体験、ネイチャーゲーム、折り紙教室や座間市についての講話、

職業講話を実施しました。 

      また、中学校においては、職業講話や情報モラル教室、薬物乱用防止教室など各学

校の実情に応じた取組を実施しました。 

    ・ コロナ禍においても継続的に地域の方々と連携・協働を進め、入谷小学校での米づ

くり、西中学校でのひまわりの栽培などを行いました。児童生徒の健康安全と学校独

自の特色ある教育の推進とのバランスをとりながら、豊かな心を育むために各校が工

夫し教育活動を展開しました。 
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   ② コミュニティ・スクール（※３）導入に向けた取組 

・ 令和４年度のコミュニティ・スクール全校導入に向け、コミュニティ・スクール推

進協議会を開催し、コミュニティ・スクールの基礎や目指す姿について研修を行いま

した。 

・ 令和３年度からコミュニティ・スクールの先行実施を行う東原小学校及び南中学校

では、学校運営協議会委員の人選を行うとともに、円滑に導入できるよう協議会委員

と教職員にコミュニティ・スクールについての説明会を実施しました。 

③ 中学校部活動指導者派遣事業 

    ・ 部活動の専門的な技術を補うために、学校の実情に合った部活動指導協力者を派遣

しました。軟式野球部、サッカー部、バスケットボール部、ソフトボール部、バトミ

ントン部、卓球部、バレーボール部、陸上競技部の運動部のほか、吹奏楽部、演劇部

といった文化部にも派遣しました。 

 

     

 

 

・ 令和２年度から部活動指導員（※４）を２校に１人ずつ配置し、顧問の負担軽減や専門

的指導の充実のための取組を開始しました。 

・ 指導者全員に、派遣事業に係る確認事項、子どもから信頼される指導者の在り方、

体罰の禁止などについて説明会を実施しました。 

   ④ 学校安全対策事業 

    ・ 学校安全対策指導員は、市内小・中学校１７校を５つの地区に分けて、週に一度ず

つ巡回し、不審者情報の共有や、危険個所の確認、下校時の児童生徒の見守り等を行

いました。また、自治会や地域の方々、保護者との協働により小学校では登下校の安

全見守り活動、中学校では地域パトロールを実施するなど、地域の方々と学校が連携

して安全・安心な環境づくりに努めました。 

    ・ 防犯ブザーを小学校１年生に支給することで、防犯意識が高まるとともに、犯罪抑

止力の向上に役立てました。 

                                                                                      
※３ コミュニティ・スクール 

コミュニティ・スクールは、学校運営協議会（学校運営とそのために必要な支援について協議する合議制の機

関）を設置した学校のことをいう。学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能になる「地

域とともにある学校」への転換を図るための有効な仕組みである。 

※４ 部活動指導員 

    部活動指導協力者が顧問教員の指導計画に従い、顧問教員を支援する立場で生徒の技術指導するのに対して、

部活動指導員は、校長の監督を受け技術的な指導にあたり、顧問教員と同様の指導にあたることができます。 

年度 

項目 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

指導者数 ２７人 ２４人 ２０人 ２２人 ２３人 

指導日数 １，２５０日 １，２６０日 １，２９０日 １，２９０日 １，０００日 
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年 度 

項 目 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

安全対策指導員勤務日数 ２４２日 ２４２日 ２４２日 ２４２日 ２４５日 

防犯ブザー購入配付個数 １，１００個 １，１００個 １，１００個 １，０５０個 １，０５０個 

    ・ 学校では、小学校４年生で自転車の乗り方教室（講義型を含む。）を行うなどの交通

安全指導を行いました。また、不審者との遭遇、急な災害、事件事故といった緊急時

の対応について、日頃から家庭と連携し、児童生徒自身が危険を予測し、適切に判断

し、自ら回避できるような安全教育を行いました。 

 

  【課題等】 

   ① こころ・ときめきスクール推進委託事業 

     小・中学校においては、新型コロナウイルス感染症の流行により地域の方々や異世代

との交流、体験学習などを十分に実施できない状況でした。児童生徒の豊かな心を育む

うえで様々な方々とのふれあいや体験活動は大切にしたい教育活動です。コロナ禍にお

いて、児童生徒の健康と安全を第一に考え教育活動を展開するにはどうしたらよいか、

実施方法を工夫する必要があります。 

   ② コミュニティ・スクール導入に向けた取組 

  令和４年度全校実施に向け、コミュニティ・スクールについての教職員の理解、家庭

や地域への周知をいかに図っていくか、協議会委員をどのように選出していくかを検討

していく必要があります。コミュニティ・スクールは、総合計画における目標である「家

庭・学校・地域の中で各々の個性を尊重し、ともに学び合うことを通して一人ひとりが

豊かな心をはぐくむ」ための大きな力となることが期待されます。 

   ③ 中学校部活動指導者派遣事業 

    ・ 生徒の技術や意欲の向上、また教員の指導力向上、更に、部活動の活性化への支援

として、より一層の派遣日数の増加が必要です。 

    ・ 新規申請の指導協力者に対して、体罰禁止を含めた部活動指導者としての役割等を

徹底するために、面談を継続していきます。 

    ・ 中学校全６校に部活動指導員の配置をめざしていますが、部活動指導者に比べ職務

内容も広がるため、人材の確保が難しい状況です。 

   ④ 学校安全対策事業 

学校において有事に備えた不審者侵入対策訓練を定期的に実施していくなどの教職員

の意識を高めていく必要があります。 

 

 (3) 児童生徒に適した指導・支援 
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  【施策の方向】 

    障がいのあるなしにかかわらず、児童、生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その

持てる力を高めるために適切な指導及び支援を行います。 

 

  【取組の概要】 

   特別支援教育事業 

   ア 介助員の配置 

    ・ 特別支援学級の児童生徒の生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指

導及び必要な支援を行いました。 

    ・ 市内の小・中学校の特別支援学級には、障がい児の身辺処理の介助や移動時の安全

確保のために介助員を３３人（うち３人は医療ケアを必要とする児童生徒のための看

護介助員）を配置しました。介助員が担任教諭の指示により職務に従事することで、

担任教諭は集団全体に目を向けた指導に専念できるなど、特別支援教育の充実が図ら

れました。 

    ・ 介助員を対象に、養護学校の地域支援員を講師として研修会を実施し、資質の向上

に努めました。 

年 度 

項 目 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

特別支援学級 

在籍児童生徒数 
１８５人 １９０人 １９１人 ２０４人 ２１９人 

担当教諭数 ５４人 ５９人 ５８人 ６１人 ６６人 

介助員数 ２４人 ２７人 ２７人 ２９人 
３３人 

(うち看護介助員３人) 

    ・ インクルーシブ教育推進により、以前は特別支援学校に通っていた児童生徒も市内

小・中学校の特別支援学級に通うことができるようになり、特別支援学級の児童生徒

数は、年々増加しています。 

   イ 補助員の配置 

    ・ 障がいの有無にかかわらず教育的ニーズのある子どもに対しても適切な指導及び必

要な支援を行いました。 

    ・ 通常級に在籍する、ＬＤ（※５）、ＡＤＨＤ（※６）及び自閉症等の配慮を要する児童生徒

                                                                                      
※５ ＬＤ 

    Learning Disorders ,Learning Disabilities, (学習障害)の略で、基本的には全般的な知的発達に遅れはない

が、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々

な状態を指すものです。 

※６ ＡＤＨＤ 

    Attention Deficit /Hyperactivity Disorder(注意欠陥／多動性障害)の略で、「不注意」、「多動性」、「衝動性」

の三つの面で主に障害が見られますが、個人によってその症状は様々に異なります。 
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に対し、きめ細かな支援を行うために、補助員を１７人派遣しました。担任と協力し

て学習に困難を来している児童生徒の学習指導を中心に支援しました。また、人間関

係づくりに困難さを感じている児童生徒に対しては、社会性が身に付くようサポート

することができました。 

    ・ 補助員に対しても、養護学校の地域支援員を講師として研修会を実施し、資質の向

上に努めました。 

年度 

項目 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

補助員数 １６人 １７人 １７人 １７人 １７人 

 

  【課題等】 

    介助員・補助員の資質向上のために、今後更に養護学校と連携を図り、地域支援員を講

師とした研修を継続し、研修の内容を深めていきます。 

 

 (4) 情報化・国際化教育の推進 

  【施策の方向】 

    情報化社会に対応する能力の育成と国際社会への関心、意欲を高める教育を推進します。 

 

  【取組の概要】 

① 情報化教育の推進 

    ・ 情報機器（ＩＣＴ）を活用した学習指導について、情報教育アドバイザー（※７）が全

小・中学校を訪問し、教職員を対象に研修を行いました。（主な内容：Ｇｏｏｇｌｅ ｆ

ｏｒ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ及びｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋの体験型研修） 

    ・ 令和２年度末に完了した、児童生徒への一人１台の学習用端末の整備に伴い、ＩＣ

Ｔを活用した教育活動を開始しました。今後も、教師と児童生徒がＩＣＴを効果的に

利活用できるよう、情報提供や研修機会の提供を進めました。 

    ・ 情報教育推進会議で情報交換・情報共有を行うことで、各校が横のつながりを構築

し、各校の工夫などを共有できるよう進めました。 

    ・ 情報教育アドバイザーが、随時、学校の要請に応じて支援を行いました。（Ｇｏｏｇ

ｌｅ ｆｏｒ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎの利活用・リモート会議、研修のサポート他） 

    ・ 情報モラル教育については、外部団体とも連携しながら、情報モラル教育について

の研修会・講演会等を行い、各学校の支援を行いました。 

                                                                                      
※７ 情報教育アドバイザー 

ＩＣＴを活用した効果的な教育活動をはじめ、情報教育全般に関する知識や技能を有し、最新の情報収集及び

自己研鑽に努める者。学校の情報教育に関する環境整備や研修内容について教育委員会へ助言する。 
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    ・ 学校・保護者等間における連絡手段のデジタル化の推進のため、ＬＩＮＥを活用し

た保護者連絡システムの構築を行いました。 

   ② 小・中学校外国語教育推進事業 

     平成３０年度からＡＬＴ（※８）の派遣を実施しました。令和２年度は、国際社会の一員

として世界の人々と心を開いて交流することができるよう、小・中学校に９人のＡＬＴ

を年間１，５３５日（派遣総日数）派遣しました。 

     （小学校）派遣目的 ：ＡＬＴとのコミュニケーションにより英語に親しむとともに、

外国の文化にも触れ、国際理解にもつなげる。 

          派遣回数：小学校３、４年生全クラスに平均３５回 ５、６年生の全クラ

スに平均４０回程度派遣 

     （中学校） 目 的 ：英語教育の充実と国際理解を深める。 

          派遣回数：中学校の全クラスに平均２０回程度派遣 

   ③ 外国人子女日本語指導等協力者派遣事業 

    ・ 日本語指導を必要とする児童生徒のために、学校の要請に応じて日本語指導等協力

者を派遣し、学習及び生活の両面から円滑な学校生活を送ることができるよう支援し

ました。また、個人面談の折には通訳者を派遣し、保護者の教育相談にも対応しまし

た。令和２年度は１１９人の児童生徒及び保護者が日本語指導等協力者の支援を受け

ました。 

    ・ 国際教室（※９）では、日本語指導だけでなく、外国と日本の文化・習慣等の違いにふ

れることで、国際理解教育にも取り組みました。 

    ・ 令和２年度より、小型翻訳機を全校に整備し、日本語指導等協力者が派遣されない

日の授業での学習指導に役立てられるようにしました。 

 

     〔日本語指導等協力者派遣回数〕 

年度 

項目 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

指導回数※ ４６０回 ５０２回 ５０１回 ５７３回 １，１２８回 

通訳回数※ ３２回 ３２回 ５２回 ６８回 １３２回 

※令和元年度までは、１回２時間。令和２年度からは、１回１時間。 

 

  【課題等】 

                                                                                      
※８ ＡＬＴ 

    Assistant Language Teacher（外国語指導助手）の略 

※９ 国際教室 

    日本語指導を必要とする外国籍の児童、生徒が５人以上在籍する学校に設置している。令和元年度時点で入谷

小を除く１０小学校と座間中、東中、相模中の３中学校に設置。 
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① 情報化教育の推進 

    ・ 令和２年度から実施された新学習指導要領における小学校プログラミング教育の必

修化とともに、中学校においても、教育活動におけるＩＣＴの利活用を推進するため

の人的支援としてＩＣＴ支援員（※１０）が必要です。（現在は小学校のみ１校あたり年間

３５日勤務） 

    ・ ＧＩＧＡスクール構想及び新型コロナウイルス感染拡大予防対策のための臨時休校

に伴うＩＣＴの活用が強く求められており、情報教育アドバイザーの体制拡充等の具

体的取組が必要です。 

   ② 小・中学校外国語教育推進事業 

     令和２年度から、小学校５、６年生において、外国語科（年７０時間）が新設されま

した。今後は、担任等が中心となりＡＬＴとともに音声や基本的な表現に慣れ親しませ

ながら、聞くこと、読むこと、話すこと、書くことの言語活動を通して、児童生徒のコ

ミュニケーション能力や国際理解力を養うために学習指導を充実させていく必要があり

ます。 

   ③ 外国人子女日本語指導等協力者派遣事業 

    ・ 外国につながりのある児童生徒が年々増加しており、今後も、日本語指導を必要と

する児童生徒に対して、学習指導や生活指導につながる、個に応じた支援を継続して

いく必要があります。 

    ・ 特に中学校では、進路に関する保護者の理解を得るためにも、面談時の通訳を継続・

強化する必要があります。 

    ・ 国際教室の児童生徒が在籍する学級においては、お互いの国の生活や文化の違いを

理解するなど、国際理解教育を進めていく必要があります。 

 

 (5) 調査研究や研修講座の充実 

  【施策の方向】 

    教育内容を充実し、特色ある教育を推進するため、教育に関する研究事業の助成を図る

など、各学校等の調査研究や研修講座の充実を図ります。 

 

  【取組の概要】 

   ① 教育課程等指定研究事業 

    ・ 教科、領域に係る指定研究校として小学校２校、中学校１校、防災教育に係る指定

研究校として小学校１校を、それぞれ市で指定しました。指定を受けた学校は、２年

                                                                                      
※１０ ＩＣＴ支援員 

ＩＣＴを活用した教育活動やプログラミング教育に関する教職員のニーズに応じて、随時支援する。 
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間にわたり教育研究を深め、その成果を発信することで、小・中学校の教育推進活動

の資質向上と発展を図っています。 

    ・ 座間市の特色ある教育の一つである防災教育については、西中学校区の小・中学校

で継続した６年間の防災教育の取組を参考に、令和２年度からの６年間は、相模中学

校区において実施します。令和２年度は相模が丘小学校を指定研究校としました。相

模が丘小学校では、４年生の総合的な学習の時間に自然災害に関する基礎や自助・共

助・公助について学び、災害時にどう行動すべきかなどについて防災新聞で校内に発

信する取組を行いました。また、児童が防災と減災に関心を持ち、意識を高めること

により災害時の対応力を強めるための教育活動の手立てとして「ジュニア防災検定」

を実施しました。 

     〔教育課程等指定研究校〕 

学校名 研究領域 年度 研究主題等 

座間小学校 体育 元・２ 

「運動する楽しさや喜びを感じられる児童の育

成を目指して」 

～みんながわかる・できる・わかちあえる体育学習～  

旭小学校 国語 元・２ 
「豊かな心をもつ子の育成」 

～一人ひとりが、達成感を感じる国語の授業を目指して～ 

相模中学校 全教科 元・２ 
「知識をつなぎ、思考を広げ、表現できる生徒の育

成」 

栗原小学校 道徳 ２・３ 
心豊かによりよく生きる子の育成 

～自分事として考え･伝え･深める道徳授業を通して～  

相模が丘小

学校 

全領域 

(防災) 
２・３ 言葉の力を通して、自ら学び考える子の育成 

入谷小学校 全領域 ２・３ 
自ら学ぶ児童の育成 

～必然性を持たせた学びを通して～ 

栗原中学校 全教科 ２・３ 「深い学びの創造」 

    ・ 教育課程等指定研究を受けていない１０校についても、小・中学校校内研究事業と

して、各校テーマを設定し校内研究に取り組み、成果をあげました。 

   ② 教育研修事業 

       ３領域（学校経営研修・教育指導研修・課題研修）、１０研修会に関して外部講師を

招へいし、学校現場に対応した内容、実践的な内容を基本とする研修を計画していまし

た。しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や長期休業を短縮した影響によ

り、研修実施日が登校日と重なったため一部の研修を中止しました。研修会の開催状況
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は、次のとおりです。 

 事 業 名 内  容 対 象 者 

学 

校 

経 

営 

校長研修会 講義演習 校長 

教頭研修会 中止 教頭 

リーダー研修会 中止 
総括教諭、中堅教

諭（７年目以上） 

教 

育 

指 

導 

学級経営研修会 中止 １年経験者全員 

校内研究担当者研修会 中止 校内研究担当教諭 

道徳教育研修会 ①中止、②研究授業・協議 １年経験者全員 

初任者研修会 

①講義、②講義・演習、 

③講義・机上研修、④授業研究・協議 

※その他県、県央主催の研修が１４回 

初任者 他 

課 

 

題 

児童生徒指導研修会 ①中止、②講義、③書面開催 
学級担任 

（未受講者） 

人権研修会 ①中止、②講義演習 教諭 

今日的課題研修会 

（いじめ） 
中止 

教諭 

（未受講者） 

※表中の①～④は各研修会の回数（第○回）を表す。 

   ③ 教職員研修事業 

 教職員の資質向上及び市民の教育に対する理解を図るため、研修講座を計画しました

が、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため長期休業を短縮したこと等により、授業

づくり研修講座（１２月）を除き、中止となりました。 

講 座 名 開催状況 内  容 

社会教育研修講座 ①中止 地域学習「市内巡り」（初任者教職員対象） 

理科教育研修講座 ①中止 理科資料集「自然はおもしろい」の活用について 

環境教育研修講座 
①中止 

②中止 

「海洋汚染と海流の影響について」 

「日本遺産に指定されている大山の魅力を求めて」 

情報教育研修講座 

外部講師①・情報教育アドバイザー

担当（依頼に応じて複数回） 

①中止 
「ＩＣＴ活用で授業改善」 

「プログラミング教育」等 

教育相談研修講座 
①中止 

②中止 

育てるカウンセリング演習（１） 

教育相談基礎研修 

外国語教育研修講座 ①中止 小・中連携の推進 
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授業づくり研修講座 
①中止 

②開催 

「論理的な文章を書く力を高める指導」 

（①８月・②１２月） 

豊かな心を育む研修講座 ①中止 「サッカーを通じた共生社会づくり」 

教育教養研修講座 

（市民公開講座） 

①中止 

②中止 

座間の教育史 

教育相談 

※表中の①、②は各講座の回数（第○回）を表す。 

   ④ 教育研究事業 

    ・ 市内の小・中学校教職員２７人を教育研究員に委嘱し、教育に関する基礎的、専門

的な分野や学校現場における今日的課題について調査研究を行いました。 

    ・ 年間研究日数：個別課題研究２０日・その他の研究員会１２日 

研究員会等 人数 研 究 課 題 
ホームページ

掲載 

中学校社会科教育 

研究員会 
３人 

中学校社会科副読本「中学校社会科資料

集座間」の活用と指導内容の検討、改定

に関する調査研究。 

－ 

座間の自然研究員会 ３人 

理科資料集「自然はおもしろい」の改訂

を進めるとともに、「春の草花写真シー

ト」と「樹木シート」の改定。 

－ 

教育課題研究員会 ４人 

副読本「郷土の先人に学ぶ」の指導案・

補助教材作成、活用及び認知度の向上に

関する研究。 

－ 

外国語教育研究員会 ４人 
小学校外国語活動から中学校英語へのス

ムーズな連携に関する研究。 
－ 

道徳教育研究員会 ４人 

特別な教科「道徳」の授業及び評価等に

ついての調査・研究を行い、教育資料を

作成。 

令和２年度 

研究紀要 

情報教育研究員会 ５人 
ＩＣＴを活用した授業に関する調査研究

を行うとともに、教育資料を作成する。 
－ 

個別課題研究員 ４人 

教育課程の実施に伴う指導上の諸問題に

関して、教育実践を踏まえた個別の課題

研究を行い、ホームページに研究成果を

発表する。 

令和２年度 

教育研究 

 

    ・ 教育研究員の研究成果については、「教育研究」、「研究紀要」として教育研究所のホ



 

 

- 31 - 

ームページに掲載するとともに、座間市教育研究所研究発表会（書面開催）では、道

徳教育研究員会が資料を各小・中学校に配布しました。なお、神奈川県教育研究所連

盟研究発表大会においても、同研究員会が発表予定でしたが中止となりました。 

   ⑤ 教育史編さん事業 

     教育史編さんでは、「座間市教育史第二巻」（近現代資料編）に続き、「座間の教育史通

史編」発刊に向け資料の収集及び整理を行いました。 

 

  【課題等】 

   ① 教育課程等校内研究推進事業 

     研究主題については、学校の要望を踏まえつつ、道徳の教科化等、国・県の動向を注

視し、今日的な教育課題に取り組むよう調整をしていく必要があります。    

② 教育研修事業 

     初任者、中堅教員及び管理職のそれぞれの段階に応じて、市が果たすべき役割を踏ま

え、今日的課題にも速やかに対応できるような研修の実施に努めます。集合研修の開催

については、教職員の資質向上を図るうえで大切なことですが、新型コロナウイルス感

染症拡大防止の観点から会場や、日程、開催方法などが課題となっています。 

③ 教育研究事業 

     今日的研究課題（小学校「外国語」・「特別な教科道徳」・ＩＣＴの利活用）に関する調

査・研究の充実を進めます。更に調査研究の成果を活用できるよう、刊行物、研究発表

会及び教育研究所ホームページへの掲載等で周知を進めます。教育活動におけるＩＣＴ

の利活用及び教職員への研修の更なる充実を図るために、情報教育アドバイザーの体制

拡充が必要です。 

④ 教職員研修事業 

     今日的課題や教職員のニーズに合った研修を行うために、他機関で行う研修内容も考

慮したうえで研修を計画していきます。 

   ⑤ 教育史編さん事業 

    ・ 本市の教育史に関する歴史的価値を持つ資料は、消滅のおそれがあるため、早急に

収集、整理を行うことが課題となっています。 

    ・ 本市の教育の歴史を後世に伝えるために、教育史の編さんとその内容の発刊に努め

ます。 

 

 (6) 教育相談体制の充実 

  【施策の方向】 

    教育に関する相談体制の充実を図ります。 
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  【取組の概要】 

   ① 教育相談事業 

    ・ 相談件数が増加するとともに相談内容が多様化しているため、学校及び関係機関と

連携を図るとともに、様々な方策により、多様なケースに対応しました。 

場所 実施事業 事業内容 

研
究
所 

電話・来所相談 

・教育相談員 

・教育心理相談員 

電話又は来所による教育相談により、児童生徒の教

育相談及び学校の教育相談を援助する。 

心理判定による支援 

・心理判定支援員 

・教育心理相談員 

特別な配慮を要する児童生徒の発達検査や行動観

察を行い、教職員や保護者が適切な支援を行えるよ

う、助言や援助を行う。 

 

中
学
校 

心のフレンド員派遣 

（心のフレンド員） 

不登校対策の充実を図るため、中学校に学生ボラン

ティアを派遣する。 

小
学
校 

学校教育心理相談員の配

置 

（学校教育心理相談員） 

小学校における教育相談体制の充実を図るため、全

小学校に配置。各校の実情等に応じ、児童や保護者

のカウンセリング、教職員への助言等を行う。 

研
究
所 

スクールソーシャルワー

カー活用事業（県）及び 

スクールソーシャルワー

カーの配置（市） 

（スクールソーシャルワーカー） 

問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きか

けや、関係機関とのネットワークの構築など、多様

な支援方法を用いて、児童生徒の問題行動等の予防

や早期解決に向けた対応を図る。 

研
究
所 

教育相談 

コーディネーター会議 

（コーディネーター他） 

 

年４回、小・中学校の教育相談コーディネーターが

一堂に会し、情報交換や事例研究等を通して、学校

教育相談の在り方についての研さんを積む。 

また、小・中学校の教育相談における連携を深める。 

研
究
所 

→ 

各
学
校 

学校巡回教育相談 

・教育相談員 

・教育支援教室専任教員 

・教育指導員 

・教育心理相談員 

・家庭訪問相談員等 

小・中学校を巡回し、教職員や保護者から児童生徒

の問題や指導に関わる教育相談を受け、問題の解決

や回復のための助言や援助を行う。 
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     電話・来所相談 集計 

年 度 

項 目 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

相談件数 ２８６件 ２７５件 ２５４件 

相談回数 １，１９０回 １，１４０回 １，０９５回 

     

     令和２年度相談内容の主訴 

主訴 

割合 
学校生活 不登校 家庭生活 学習・進路 いじめ 

％ ４４．９ ２９．５ １０．４ １２．８ ０．１ 

      いじめが絡んだ相談があった際には、必要に応じて関係機関とつながり、情報共有

と早い段階での対応を行いました。 

      また、厚木児童相談所、県立総合教育センターなどの関係機関や、庁内関係課とも

連携を図りながら、教育相談を行いました。 

    ・ 教育心理相談員や心理判定支援員がより専門的な立場で面接・観察・心理テストな

どを行いました。対象者の持っている資質や行動の特徴をつかみ、保護者や学校とそ

の内容を共有し、その後の相談や支援に役立てました。 

    ・ 研修や会議を通しての教育相談コーディネーターの育成や、中学校６校への「心の

フレンド員」の派遣等により、学校が抱えるいじめや不登校問題の早期発見や早期対

応ができるよう、支援を行いました。 

    ・ 平成２９年度から引き続き、全小学校に学校教育心理相談員を配置し、問題を抱え

る児童や保護者に対して、きめ細かな支援を行いました。また、教員への助言や研修

等、教員の資質向上にも寄与しています。 

    ・ スクールソーシャルワーカーが、問題を抱えた児童生徒とその家庭環境への働き掛

けを行いました。更に、学校だけでは対応が困難な事例について、生活援護課や関係

機関等と連携して支援を行ってきました。 

② 教育支援教室事業 

    ・ 教育支援教室「つばさ」では、専任教員、教育支援員、専任支援員及び専任助手を

配置し、教育支援教室に通う児童生徒個々に応じた支援の充実を図ってきました。臨

床心理士の資格を有する教育支援員は、通室児童生徒の心理的な問題に対応すること

ができました。また、進路選択に取り組む中学３年生（８人）には、きめ細かな支援

を行い、全員が高校に進学することができました。 

    ・ 様々な要因により教育支援教室に入室していない児童生徒の支援のため、家庭訪問

相談員による家庭訪問を行いました。 
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    ・ 心理の専門家から不登校の児童生徒への支援方法に関する指導、助言などを受け、

スタッフの資質向上を図りました。 

 

  【課題等】 

   ① 教育相談事業 

    ・ 令和２年度も相談回数が多く、相談内容も複雑になってきています。そのため、家

族や本人との相談が長期間にわたるケースや、福祉・医療などの他機関との連携が必

須なケースも出るなど、対応が難しくなってきています。小学校のスクールカウンセ

ラーの勤務日数の更なる拡充等、具体的な取組が必要です。 

    ・ 子どもへの支援と並行して家庭環境の調整などが必要なケースは、スクールソーシ

ャルワーカーや生活援護課等と連携した支援が必要になっています。 

    ・ 学校では、教育相談コーディネーターがキーパーソンとなり、校内・校外の関係者

との連絡や調整を行っています。また、ケース会議の運営などに力を発揮できるよう

な体制づくりが進んでおり、継続して教育相談コーディネーターの育成に努めます。 

   ② 教育支援教室事業 

     不登校の児童生徒が在籍する学校の学級担任との情報共有と連携を密にし、それぞれ

の役割を持った教育支援教室のスタッフが協力して取り組む必要があります。そのため、

学級担任等には児童生徒の様子を継続的に情報提供します。 

     通室生に限らず、不登校の児童生徒への働きかけを強化するためには、家庭訪問相談

員の勤務日数の拡充等の具体的な取組が必要です。 
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＜点検評価委員の主な意見＞ 

〇 新型コロナウイルス感染症対策に努めるとともに、児童生徒の心の不安軽減に最大限の配慮

をしながら、学びの継続や学校の諸活動を行ったことを評価する。また、一斉臨時休業により

影響を受けた授業時数を確保するため、夏季及び冬季休業の短縮並びに学校行事の見直しを図

った学校の努力に敬意を表したい。 

〇 「豊かな心を育むひまわりプラン」の計画期間が令和２年度をもって最終年度となることか

ら、これまでの同プランの進捗状況について、次期計画に反映できるよう、まとめをする必要

がある。また、次期計画で同プランをより一層推進するために、学校、家庭、地域の役割を分

担する中で、具体的な取組を小さなことから検討し、実践することを期待したい。 

〇 教職員の研修については、今日的課題の小学校「外国語」、「特別な教科道徳」、及び新型コロ

ナウイルス感染症対策によるリモート授業等の「情報化教育」に対応した多くの教員が参加で

きる研修の推進に努められたい。中でも小学校「外国語」に対応した小学校教員の英語指導力

の向上を図る研修を企画し、継続的に実施していくことを望む。 

〇 Ｑ－Ｕの実施により学級集団づくりや児童生徒一人ひとりの個別の支援、更にはいじめの未

然防止など、その分析結果の効果的な活用についての理解を一層深める研修の充実を望む。 

〇 教育大綱にある国際理解教育が国際教室における教育活動に留まっている現状から、学校全

体の国際理解教育の構築を期待したい。 

〇 教職員の指導力や資質向上を図るため、研修の充実に努めていることを評価する。ただし、

現在教職員にとって最も必要な研修は、ＩＣＴを活用した授業研究と小学校高学年の新設外国

語科の授業研究であると考えられるため、学校の要請や教職員のニーズに十分応えられるＩＣ

Ｔ支援員等の人的配置が必要であり、早急に整備されることを望む。 

〇 学校内及び学校と教育委員会や関係機関との組織的な連携体制などを常に意識しながら、い

じめ等様々な課題に的確に対応できるよう万全を期していただきたい。 

〇 不登校対策における「教育支援教室」の充実を大いに評価するが、入室に至っていない児童

生徒の状況把握もしっかり行いながら適切な指導がなされるよう期待する。また、ＩＣＴ環境

を活用したリモート授業の研究を進めることを期待したい。 

〇 学校における読書活動において、図書館司書の配置がされ、学校図書館の利用拡大に繋がっ

たことを大いに評価する。 

〇 各地で大きな災害が発生する中、「ジュニア防災検定」の実施や教科学習の中に防災の視点を

入れた授業研究のほか、災害時の行動について防災新聞で校内に発信した相模が丘小学校の取

組など、防災教育に力を注ぐ姿勢は大いに評価に値するものであり、今後も防災教育に取り組

むことを期待したい。 
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＜評価＞ 

◎ 「豊かな心を育むひまわりプラン」推進の手立ての一つである副読本「郷土の先人に学ぶ」

において、今後も新たな郷土の先人の紹介を検討します。 

◎ 地域の人材活用実績（こころ・ときめきスクール推進委託事業）は、着実な伸びを示し、令

和元年度までに第四次座間市総合計画基本構想の目標値である１９００人に着実に近づきまし

た。令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、地域の人材活用を控えざるを得ない状

況となりましたが、今後も感染対策をとり、工夫を加えながら地域の人材活用の状況を改善し、

地域との連携による学校づくりを更に推進していきます。 

◎ 「情報化社会、国際化社会などの社会の変化に対応した教育が進められてきていると思う市

民の割合」は、令和２年度調査で１４．４％であり、第四次座間市総合計画基本構想の目標値

である６０％に大きな開きがあります。ＩＣＴを利活用した教育活動や外国語教育の推進の様

子について、積極的に授業参観を行ったり、学校ホームページに情報発信するなど、市民への

更なるアピールが必要です。 

◎ 障害者差別解消法の施行を受け、障がいのあるなしにかかわらず、子どもたち一人ひとりの

教育的ニーズに応じた適切な支援を進めるという基本理念の下、介助員、補助員の適正配置に

今後とも努めていきます。また、介助員、補助員の有効かつ適切な活用をするために養護学校

と連携を図り、より実践的な研修で指導力向上を推進していきます。 

◎ 文部科学省の英語教育の方向性をいち早く把握して、小学校高学年の外国語活動の教科化や

中学年の外国語活動が有効かつスムーズに導入できるように、学校と調整を図り、外国語教育

推進事業を更に推進していきます。 

◎ 教職員が研究や研修を通して資質や指導力を向上させることは、子どもたちの人間形成にプ

ラスの影響を与えるものです。教職員のニーズだけでなく、教育大綱に示した施策の方向を踏

まえ喫緊の課題に即応した、多くの教職員が参加できる研修を推進していきます。 

◎ 教育相談については、相談内容の多様化を受け、そのケースに合った対応を行っていくこと

が不可欠です。そのため、教育心理相談員、心理判定支援員、家庭訪問相談員、スクールソー

シャルワーカーなどの専門性を生かした人の配置を行うとともに、学校の教育相談コーディネ

ーターや生活援護課、子ども育成課等とも連携を図りながら児童生徒や保護者、教職員等に対

応していきます。また、学校教育心理相談員配置の継続に努め、よりよい支援体制の構築を図

ります。 
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４ 生涯学習 

 

＜総合計画における目標＞ 

 市民は、自ら関心のある生涯学習や社会の要請にこたえた学習に積極的に取り組み、その成果

を生かした豊かな生活を送っています。 

 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため８月頃まで事業を中止しました。そ

の間も、感染対策を踏まえた「新しい生活様式」（※１）に沿う事業の実施方法を検討し、年度中旬

以降には講座の参加人数を抑え、開催方法を工夫しながら、一部の事業については実施すること

ができました。 

 また、図書館では、臨時閉館や貸出の制限、事業の中止など市民の利用に大きな影響がありま

したが、国や県の指示に沿って感染対策を徹底しながらサービスを提供しました。 

 

 (1) 学習機会と拠点施設の充実 

  【施策の方向】 

    学習機会の提供に努めるとともに、学習活動の拠点となる施設の充実及び機能強化を図

ります。 

 

  【取組の概要】 

① 市民大学運営事業 

     例年、相模原市との共催で、公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアムに事

業委託し、市民の学ぶ意欲を支える学習機会の場としての市民大学を提供していますが、

令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止しました。 

 

                                                                                      
※１ 「新しい生活様式」 

新型コロナウイルス感染症専門家会議からの提言された「新しい生活様式」（令和２年５月４日）を踏まえ、新

型コロナウイルスを想定し、厚生労働省は「新しい生活様式」の実践例を発出しています。 

⑴ 一人ひとりの基本的感染対策（感染防止の 3つの基本①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い）、

移動に関する感染対策（感染が流行地域からの移動や流行地域への移動は控える。発症時に備え行動記録を

とるか、接触確認アプリを活用）など。 

⑵ 日常生活を営むうえでの基本的生活様式（手洗い・手指消毒、口咳エチケットの徹底、こまめな換気、「３

密（密集・密接・密閉）」の回避、毎朝の体温測定、健康チェック）。 

⑶ 日常生活の各場面別の生活様式（買い物は通販利用か少人数ですいた時間に。公共交通機関では会話は控

え、混む時間は避け徒歩や自転車を併用。狭い部屋での長居は無用、歌や応援は十分な距離かオンライン。

イベント等への参加は、接触確認アプリを活用、発熱時は参加しない）。 

⑷ 働き方の新しいスタイル（テレワークやローテーション勤務、時差通勤、会議はオンライン、対面の打ち

合わせは換気とマスク）。 

文部科学省はこの実践例を踏まえ、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～

「学校の新しい生活様式」～」を作成し、都道府県教育委員会等へ発出しました。 
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年度 

項目 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

コース １６ １５ １５ １４ 

中止 

科目数 ３１ ２６ ２６ ２６ 

参
加
者
数 

座間市 ２４６人 ２１７人 １７７人 １６９人 

相模原市 １，１３７人 ７９３人 ７８６人 ５５１人 

その他 ９０人 ７７人 ７２人 ４６人 

合 計 １，４７３人 １，０８７人 １，０３５人 ７６６人 

   ② 公民館学級・講座開設事業 

     市内３か所の社会教育施設「座間市公民館」、「北地区文化センター」、「東地区文化セ

ンター」（以下「公民館」という。）では、児童から高齢者まで幅広い年齢層の市民を対

象とした２７事業を実施しました。施設ごとの事業数と受講者数は次のとおりであり、

令和２年度の受講者延べ人数は１，２４８人でした。 

年度 

項目 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

事
業
数 

座間市公民館 １９ １９ １８ １４ ８ 

北地区文化センター ２３ ２０ １８ １５ １１ 

東地区文化センター ２０ ２４ ２３ １８ ８ 

合 計 ６２ ６３ ５９ ４７ ２７ 

受
講
者
数 

座間市公民館 ８１６人 ７０４人 ７９１人 ４６９人 ２６３人 

北地区文化センター １，３６４人 １，１６１人 ９６２人 ７３７人 ３７７人 

東地区文化センター １，２２３人 １，５１２人 ９２１人 ６５２人 １６５人 

合 計 ３，４０３人 ３，３７７人 ２，６７４人 １，８５８人 ８０５人 

   ※令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため２４事業を中止しました。 

（上記表中の事業数には含みません。）  

    内訳：座間市公民館５事業、北地区文化センター８事業、東地区文化センター１１事業 

   ③ 生涯学習フェスティバル開催事業 

     本事業では、市民一人ひとりの生涯学習への意欲を高め、ゆとりある心豊かな社会を

目指すことを目的とした啓発事業として、例年、講座開催事業と「公民館へ行ってみよ

う」という企画を実施しています。 

     令和２年度は全３回の連続講座を実施しました。第１回目の講座では、新型コロナウ

イルス感染症対策のため、受講者の間にアクリル板を設置してワークショップを行いま

したが、会話が聞こえづらいという課題が残りました。第２回目の講座は、従来どおり
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の座学講座を実施しました。第３回目の講座も、ワークショップの形式を取らずに、座

学講座としました。また、講師の協力のもと座間市公式チャンネル（ＹｏｕＴｕｂｅ）

により動画を約１か月間配信しました。この方法は、都合の良いときに受講可能、第１

回目講座のようなアクリル板で講師の声が遮られることがない、外出しないので感染症

対策になるなどが評価される一方、やはり従来の集合型座学や対面式を希望する声もあ

りました。更に、図書館と協力し、講座内容に関連した本の特集コーナーを館内に設け

ました。 

 
開催日 項目 参加人数 

１回 １月２６日 人間関係について 

４７人 ２回 ２月２日 お金のトラブルについて 

３回 ２月９日 居場所について 

     例年行う企画「公民館へ行ってみよう」は、公民館施設でのサークル見学・体験等に

よる生涯学習の促進事業ですが、新型コロナウイルス感染症感染の影響で実施せず、代

案として、公民館施設登録サークル一覧を掲載した冊子を更新し、市民に配布するとと

もに、市ホームページに掲載して、公民館で活動するサークルの紹介をしました。 

  ④ コミュニティ文化祭開催事業 

     例年、公民館を拠点に活動しているサークルや団体が、文化祭実行委員会を組織し、

市が事業委託して開催していますが、令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため中止しました。 

    ・座間市公民館「公民館まつり」 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

参加者総数 ９４５人 ８４７人 １，１０２人 １，１３５人 ０人 

入場者総数 １４，９５０人 １７，２６６人 １４，１１７人 １３，０４１人 ０人 

開催期間 5/20～22 5/19～21 5/25～27 5/24～26 中止 

 

    ・北地区文化センター「北地区文化祭」 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

参加者総数 ９２１人 ７９１人 ７３３人 ６３５人 ０人 

入場者総数 ９，８０６人 ７，９８１人 ７，５４５人 ５，８６７人 ０人 

開催期間 10/28～30 10/27～29 10/26～28 10/25～27 中止 
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    ・東地区文化センター「みんなでつくる文化祭」 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

参加者総数 １，０２６人 ８６３人 ８１８人 ４７０人 ０人 

入場者総数 １０，０８９人 ８，２０６人 ９，４３７人 ３，７５０人 ０人 

開催期間 10/21～23 10/20～22 10/20～22 
10/11、13 

(12日は台風に

より中止) 

中止 

   ⑤ 施設整備事業 

     施設の定期的な点検及び修繕を実施するとともに、老朽化した備品を更新し、市民の

学習活動の拠点となる公民館施設の整備に努めました。 

座間市公民館 

（昭和５７年築） 

施設修繕 
エレベーター主ロープ取替、自動ドア装置交換修繕、

和室畳修繕  ほか１２件 

備品購入 水平スタックフォールディングテーブル 

北地区文化センター 

（昭和５１年築） 

施設修繕 
流し水漏れ修繕、出入り口門扉修繕、空調設備修繕、

機械室ドア等修繕、窓ガラス修繕  ほか３件 

備品購入 両開き書庫 

東地区文化センター 

（昭和５５年築） 

施設修繕 

図書室ＬＥＤ照明交換修繕、正面玄関ＬＥＤ照明交換

修繕、建物夜間照明ＬＥＤ交換修繕、外部通路タイル

修繕  ほか３件 

備品購入 ホワイトボード 

   ⑥ 図書館資料整備事業 

     市民の読書活動の推進を図るため、市民のニーズに沿った選定を行いながら図書館資

料の充実に努めました。 

     令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、４月７日から５月３１日

まで臨時閉館とし、その前後も予約図書のみの貸出などサービスを限定する状況が続い

たことから、貸出者数及び貸出資料数に大きな影響がありました。 

年度 

項目 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

蔵 書 冊 数 411,945冊 414,306冊 414,107冊 415,997冊 413,431冊 

購 入 冊 数 11,184冊 11,107冊 11,131冊 11,070冊 10,738冊 

寄 贈 冊 数 4,362冊 3,531冊 4,106冊 4,030冊 1,873冊 

除 籍 冊 数 13,474冊 11,405冊 16,311冊 14,706冊 16,543冊 

貸 出 者 数 224,773人 217,881人 210,783人 199,242人 157,944人 

貸出資料数 937,470点 911,974点 887,727点 867,859点 594,767点 
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    ※蔵書冊数には「不明本」等が含まれます。 

    ※貸出資料数には視聴覚資料が含まれます。 

    ※蔵書冊数、購入冊数、寄贈冊数には視聴覚資料は含みません。 

    ※すべての項目には電子書籍は含みません。 

   ⑦ 電子図書館構築事業 

     令和２年９月３０日から、電子図書館のサービスを開始しました。このサービスは市

民が自身のパソコンやスマートフォン、タブレット端末などから、インターネット回線

を利用して電子図書館システムに接続することで、電子書籍の貸出返却ができるもので

す。図書館に来館することなくいつでもどこからでも利用できるため、高齢者や障がい

者、傷病者、妊婦等、来館が困難な市民に対し、読書の機会を提供することが可能にな

りました。また、図書館の利用が少ない１０代から２０代の若い世代はインターネット

機器の使用率が高いため、電子書籍の利用が見込まれます。 

     令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため外出自粛が求められたこと

から、社会状況に合致した本事業は、約６か月の稼働で３，５１３件の利用がありまし

た。 

 

  【課題等】 

   ① 市民大学運営事業 

     大学や専門学校の協力の下、コロナ禍で安定した学習機会を提供するために、オンラ

イン講座の導入を進めます。今後は、受講者がオンライン講座を利用するための技術的

支援や環境支援も視野に入れて講座企画に取り組みます。 

② 公民館学級・講座開設事業 

     公民館学級・講座開設事業では、講座終了後の受講者の活動や学習を職員が継続的に

支援するため、必要な能力向上のために職員研修の内容を充実させます。また、公民館

では、コロナ禍の中でも市民が安心して受講できるよう、学級・講座開催時は感染対策

を実施しますが、受講者の協力（マスク着用、手指消毒、体調管理等）も必要です。 

   ③ 生涯学習フェスティバル開催事業 

     より多くの市民に参加してもらえるよう努め、地域の生涯学習活動や公民館活動等の

一層の振興に結び付くような事業内容にします。また、コロナ禍の中でも市民が安心し

て参加できるよう、十分な感染防止対策を実施します。なお、生涯学習活動推進を目的

とした事業ということは変わりないものの、当初の実行委員会形式のフェスティバルか

ら生涯学習課主体の講座や講演会及び公民館活動促進事業の実施へと事業内容が変わっ

てきているため、事業名の変更も踏まえて検討が必要です。 

   ④ コミュニティ文化祭開催事業 
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     参加サークルや団体の高齢化に伴い、文化祭の設営準備や後片付け等の要員確保が課

題となっています。準備時間の工夫や地域ボランティアへの協力要請などについて、文

化祭実施主体である実行委員会と公民館で意見交換を重ね、課題を解決します。 

   ⑤ 施設整備事業 

     公民館の施設や設備の老朽化等に伴い、定期的な点検修繕の必要性が高くなっていま

す。利用者の利便性向上のため、今後も公共施設再整備計画の下、施設設備を更新しま

す。 

⑥ 図書館資料整備事業 

     新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時閉館を実施した影響もありますが、貸

出者数、貸出資料数は継続して減少傾向にあります。多くの市民の利用を促すために、

魅力ある図書館サービスについて調査研究していく必要があります。 

また、継続して学習活動の支援に取り組むため、蔵書を整備し、資料の充実を進めま

す。 

   ⑦ 電子図書館構築事業 

     コロナ禍における外出自粛の生活の中でも利用できるというメリットは大きく、市民

の利用を促進するため、電子図書館の利便性について更に周知していく必要があります。 

 

 (2) 学習環境の整備 

  【施策の方向】 

    学習情報の収集・提供体制、学習相談体制を確立し、学習環境を整備します。 

 

  【取組の概要】 

   ① 家庭教育推進事業 

     コロナ禍という非常に制約の多い中でしたが、実施方法を工夫しながら、子育てにつ

いて多角的に学ぶ機会を提供し、子育て中の親たちの視野を広げ、家庭教育についての

意識向上に努めました。 

     新型コロナウイルス感染症の影響により、市の子育て支援担当部署（市内子育て支援

センター、保育園、学校等）や外部関係機関（児童相談所など）との連携事業を令和２

年度に新しく企画することは困難でした。しかし、子育て支援担当部署と連携する代わ

りとして、家庭教育推進事業については「小中学生を育てる保護者」も対象とした講座

を、従来行っていた「乳幼児を育てる保護者」を対象とした講座とは別に、新規に企画

し、実施しました。また、家庭教育研究集会は、感染症対策のため、例年に比べて規模

の縮小はありましたが、座間市ＰＴＡ連絡協議会と連携し講座を実施することができま

した。 
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    ・ こころの育児講座 

      乳幼児をもつ親を対象に、新たな学びに触れることによって気づきを促し、広い視

野をもって子育てできるようになることを目的とした保育付きの講座です。また、受

講生同士の仲間づくりを通して「孤育て（孤独な子育て）」から脱却し、社会とつなが

る一歩となることも目指しています。 

      令和２年度は、単発講座を４回開催しました。そのうちの３講座は、共働き世帯増

加の現状に鑑み、日曜日開催としました。また、コロナ禍に対応するために講座の開

催方法を工夫しました。例年、保育付き講座としていたところを、大人のみの講座、

子ども同伴可の講座、大人のみの受講者と子ども同伴の受講者の部屋を分けて実施す

る講座（子ども同伴の部屋では、大人のみの部屋で行われている講座の模様をリアル

タイムで投影し、子どもの世話をしながら受講することができる環境を作りました。）

など、状況に応じて講座のスタイルを変えて実施しました。 

年度 

項目 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

参加者数 ９１人 １４１人 １０１人 １３９人 ３０人※ 

      ※令和２年度は、大人の参加者を集計しています。 

    ・ 家庭教育推進講座（夫婦で学ぼう子育て講座） 

      乳幼児を育てる夫婦を対象に、夫婦の相互理解を促し、協力しながら子育てをする

コツを学ぶことを目的とした講座です。平成２６年度に始まり、令和２年度は、子育

て世代の父親や共働きの親等の参加しやすくするため、日曜日に１回開催しました。 

      例年、保育付き講座としていましたが、コロナ禍の状況を考慮し、「体操の先生と親

子で楽しく遊ぼう」と題して、親子で参加できる講座に変えて実施し、多数の参加を

得ることができました。各参加者が動ける範囲をジョイントマットで明確にし、参加

者同士の距離を保つ工夫をしました。 

年度 

項目 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

参加者数 
男 女 計 男 女 計 男 女 計 

１３人 １３人 ２６人 １５人 ２３人 ３８人 １３人 ２０人 ３３人 

年度 

項目 
令和元年度 令和２年度  

参加者数 

男 女 計 男 女 計    

１３人 ２０人 ３３人 ８人 ７人 
１５人

※ 
   

      ※令和２年度は、大人の参加者を集計しています。なお、子どもの参加者は１３人でした。 

    ・ 家庭教育推進講座（知っておきたい！子どもの心のケア～新年度が始まる前に～） 
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      新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から令和元年度は中止としたため、令和

２年度は中学生までの子どもを育てる親等を対象とする子育て支援講座として、親子

同伴可で１回実施しました。 

年度 

項目 
令和２年度 

参加者数 ８人 ※ 

      ※参加者数は、大人の参加者を集計しています。 

    ・ 家庭教育研究集会 

      小中学生を育てる保護者、子育てに関心のある方を対象に、子どもたちの現状を捉

え、家族の役割や親の在り方、地域との関わりについて共に考えることを目的とした

講演会です。 

      令和２年度は、「家族のトリセツ（※２）～イラつく家族を愛しい家族に変える方法～」

をテーマに、新型コロナウイルス感染症対策のため、受講者人数を抑えて実施しまし

た。 

年度 

項目 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

参加者数 ２３３人 １９３人 ２４６人 ２２５人 ４３人 

    ・ 子育て家庭教育講座 

      小・中学校ＰＴＡや市民団体等に講座の企画及び運営を委託し、乳幼児から中学生

までの子どもを育てる保護者や家庭教育に関わる方を主な対象とした講座を開催して

います。子育てや教育の問題について学ぶことを通じて、同じ環境にある者同士が交

流し共に成長していくことを目的としています。 

      令和２年度は、９月に受託希望団体の受付を開始しましたが、新型コロナウイルス

感染症拡大の影響により、１校の中学校ＰＴＡが、「アンガーコントロール講座＆ヨガ」

等をテーマとして家庭教育に関わる講座を開催するに留まりました。 

年度 

項目 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

小・中学校 
実施校数 １７校 １５校 １５校 １１校 １校 

参加者数 ２，５５７人 １，９１５人 ２，２４３人 １，２７２人 ７５人 

団体 
実施団体数 ４団体 ４団体 ４団体 ２団体 ０団体 

参加者数 １３６人 １４７人 １１２人 １５０人 ― 

    ・ 子育てフェスティバル 

                                                                                      
※２ トリセツ 

取扱説明書のこと。 
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      未就園児とその家族が支援者とつながりを持ち、学び、楽しんでもらうことを目的

とした委託事業です。 

      令和２年度は、実行委員会の判断により、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め中止となりました。しかし、中止決定後も、今後の事業実施に向けて、コロナ禍で

の新しい形のフェスティバル開催に向けて検討を続けました。 

年度 

項目 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

参加者数 ４９３人 ５７７人 ４３８人 中止 中止 

    ・ 公民館学級・催し物 

      公民館では、乳幼児を育てる親同士や地域の世代の異なる保護者との交流の場とし

て、保育付きの学級・講座、子育てサロンやおはなし会などの催しを開催しました。 

年度 

項目 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

受
講
者
数 

座間市公民館 ３，２８１人 ２，５２８人 ２，５５２人 ２，４８４人 ２３６人 

北地区文化センター １，１３５人 ９９４人 ９９９人 ６３２人 ２６７人 

東地区文化センター ５６１人 ９４８人 ６７６人 ８２８人 １４５人 

合  計 ４，９７７人 ４，４７０人 ４，２２７人 ３，９４３人 ６４８人 

   ② ブックスタート事業 

乳児を持つ親を対象に、絵本の読み聞かせを普及させることを目的として、平成２７

年度から実施しています。乳幼児期における読書の重要性や、親子のコミュニケーショ

ン手段として読み聞かせが有効であることを説明しながら、絵本の入ったブックスター

トパックを手渡します。 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためＢＣＧ予防接種が中止とな

ったことにより、本事業の実施の場が失われ、４月から５月にかけては中止としました。

６月から、随時図書館に来館してもらうという方法で事業を再開し、１２月からは健康

づくり課が実施する４か月児健診の場で配布しましたが、対象者に直接話しかけながら

手渡すという、ブックスタート本来の取組は実施に至りませんでした。 

年度 

項目 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 

年間合計 ３６回 ８９８人 ３６回 ９０７人 ３３回 ７５９人  ４４４人 

１回平均  ２４．９人  ２５．３人  ２３人   

 

  【課題等】 

   ① 家庭教育推進事業 
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    ・ 子育て中の親の現状を把握し、現状に合った講座を提供し、支援することや、家庭

教育に対する意識の向上を図り、家庭教育を推進することが求められています。特に、

「豊かな心を育むひまわりプラン」では、学校と家庭と地域の三者の連携・協力、役

割分担による取組の必要性を示しており、「豊かな心を育む」ための家庭の役割を浸透

させるために、家庭教育推進事業を市の子育て支援担当部署（市内子育て支援センタ

ー、保育園、学校等）などと連携して行うことが課題です。また、子育てに役立つ情

報や生涯学習情報の提供は、更に効果的なＰＲ方法を考える必要があります。 

    ・ 社会教育の中で、今後、学校・家庭・地域が共に関わり家庭教育支援を推進するた

め、乳幼児だけでなく小中学生の子どもを持つ親に対しての事業展開を進めるととも

に、市民団体や小・中学校ＰＴＡを対象とする委託講座についても、より効果的に実

施できるよう、事業の在り方を再検討する必要があります。 

    ・ コロナ禍という状況下であっても、対面講座や保育付き講座の需要は多いので、市

民が安心して受講できる講座の在り方を模索する必要があります。 

   ② ブックスタート事業 

     ブックスタート事業は、家庭教育にとどまらず、子どもが読書と出会う「初めの一歩」

としての役割を担っています。ブックスタートをきっかけに、おはなし会等児童向け事

業への参加を促し、更に市内全小学校を巡回する移動図書館の利用へと、子どもたちに

対して繰り返し読書機会を提供していくことで、子どもの読書習慣の定着を進めます。

この一連の取組を市のセカンドブック事業として捉え、ブックスタートと合わせ、継続

して実施してく必要があります。 

     ブックスタート事業を継続していくために、コロナ禍により三密回避が求められ本来

のサービスが制限されている状況の中でも実施可能な、より効果のある方法を模索しま

す。 

 

 (3) 市民自主企画講座の支援 

  【施策の方向】 

    市民自主企画講座の支援体制の充実を図ります。 

 

  【取組の概要】 

    市民自主企画講座開設事業 

     市内の生涯学習に取り組む団体の支援と自主的な運営を推進するため、団体自身が選

択した学習課題をテーマとした講座の企画を公募し、その事業を団体に委託したうえで、

「市民自主企画講座」として実施しました。令和２年度は、新型コロナウイルス感染症

の影響により、１団体の応募に留まりましたが、生涯学習推進のために、市民団体やサ
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ークル等の学習活動を支援するとともに、指導者や専門知識を持った人材の育成を行い

ました。 

 

 

年度 

項目 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

実施団体数 ４団体 ４団体 ２団体 ３団体 １団体 

参加者数 ２５６人 ４０６人 １９９人 ３１０人 １４６人 

    ≪参考≫令和２年度実績 

団  体  名 回数 タ イ ト ル 

座間ふるさとガイドの会 ４回 座間から古代の相模・日本を考える 

 

  【課題等】 

    市民自主企画講座開設事業 

     実施を希望する団体の固定化や、年度によって希望団体数に差がみられます。市内の

社会教育関係団体、サークル等に事業の主旨等を広く周知できる方法を検討し、実施希

望団体の増加につなげます。また、このコロナ禍での事業実施に当たっては、念入りに

事前調整し、市と団体が共通認識の下、十分な感染症対策を実施する必要があります。 

 

 (4) 生涯学習活動指導者の養成 

  【施策の方向】 

    生涯学習活動の指導者を養成し、推進体制の充実を図ります。 

 

  【取組の概要】 

    社会教育指導員設置事業 

     令和２年度についても引き続き、社会教育指導員を合計で４人配置しました。内訳は、

生涯学習係に１人、公民館に合計３人です。「座間市社会教育指導員規則」に基づき、社

会教育指導員を委嘱し、生涯学習事業の特定分野について指導、学習相談、社会教育団

体の指導及び育成に当たり、広く生涯学習の推進を図りました。 

 

  【課題等】 

    社会教育指導員設置事業 

     社会教育指導員には、社会教育施設利用者の特性を把握し、それに適した指導をする

ことが求められます。そのため、関係機関との情報交換や、様々な研修等への積極的な



 

 

- 48 - 

参加など、指導員として専門的知識を蓄積し、技術を向上させるための継続的な取組が

必要です。 

 

 (5) 生涯学習施設運営への市民参加推進 

  【施策の方向】 

    生涯学習施設運営への市民参加を推進します。 

 

  【取組の概要】 

   ① 公民館運営事業 

    ・ 公民館では、市民の学習ニーズを取り入れた事業や施設運営を行い、生涯学習プラ

ンに沿った事業運営を図るため、公民館運営審議会に意見を求め、事業の評価を依頼

しました。 

      また、多くの住民が参加する催事等は、市民による実行委員会形式を取り入れてい

ます。講座や集会活動では、各館の利用サークルと企画について話し合いの機会を持

ち、地域の学習・文化活動の拠点として市民団体と共催するなど、市民との協働によ

る事業を着実に進めた事業運営を実施しました。 

    ・ 福祉や教育など、地域課題をテーマとした講座は、市内学校、子育て支援センター

及び医療法人等他の機関と連携し、企画、運営しています。また、県立青少年センタ

ー等市外の行政機関とも連携しています。 

   ② 図書館運営事業 

    ・ 図書館の事業は、市民との協働による事業実施が着実に推進されています。「図書館

ボランティア友の会」や「おはなし会サークル」等のボランティア団体と協働で図書

館主催事業を企画、運営しました。また、毎月の書架整理も、団体の協力を得て実施

しました。 

    ・ 例年開催されている「図書館ボランティア友の会」主催の「ワンスモアブックスフ

ェア（古本市）」では、図書のリサイクルを推進するとともに、その売上金で購入した

図書が図書館に寄贈され、良好な連携が保たれています。令和２年度は、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止のため本事業は中止となりましたが、図書の寄贈は実施され

ました。 

年度 

項目 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

寄贈冊数 ２５冊 ３８冊 ２６冊 ３０冊 ２冊 
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    ・ 「中学校ＰＯＰコンクール」は、市内各中学校に対し学校単位での応募を依頼し、

各校の協力を得て開催されました。作品は図書館のほか、イオンモール座間店内に展

示され、商業施設との連携も図られました。 

 

 

  【課題等】 

   ① 公民館運営事業 

    ・ 市の関係課、福祉施設、医療機関等との連携及び公民館利用サークル等の事業企画

及び運営への市民参加が進む中、より地域課題に関わる学習を進めるため、健康、介

護、保育及び子育て支援等の関係課が取り組む行政課題の理解を深め、教育的な施策

と整合させ、調整する必要があります。 

    ・ 趣味、教養及び文化活動では、サークル活動の支援を進め、講座の実施にも、企画

委員会や準備会等を設け、サークルとの協働や公募による市民参加を推進します。 

   ② 図書館運営事業 

    ・ 多様化する利用者の要望に対し、図書館事業を適切に運営していくためには、市民

との協働が不可欠です。引き続きボランティア団体の協力を得るとともに定期的な意

見交換の機会を持ち、連携を推進する必要があります。 

    ・ アクティブラーニングを取り入れた｢座間市立図書館を使った調べる学習コンクー

ル｣や「中学校ＰＯＰコンクール」は、学校の授業との連係が可能であることから、教

職員や学校図書館司書と協力して取り組みます。 
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＜点検評価委員の主な意見＞ 

○ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した事業はあったが、市民への幅広い学習機

会の提供や市民との協働による事業実施に努力してきたこと、また、生涯学習が目指す「いつ

でも、どこでも、だれでも学べる」を実行することが厳しい状況の中で、様々な工夫により生

涯学習を推進してきたことを評価する。今後は、令和２年度における感染症対策の経緯を踏ま

えて、事業の実施方法を検討し、市民への学習機会の提供に努められたい。そして、これまで

以上に地域課題の解決や市民生活向上のための学習機会の提供にも力を入れ、「地域に根ざした

生涯学習の推進」が一層図られることを期待する。 

○ 家庭教育推進事業においては、子育て支援担当部署や外部関係機関と連携して、家庭教育に

ついて学んでいくプロセスを組み立て、親・保護者自身の家庭教育に対する意識の向上や家庭

での教育力の向上など自らの力量アップが実感できる講座の企画に一層力を入れ、豊かな心を

育む家庭教育の推進が図られることを期待する。 

〇 「ブックスタート事業」は意義ある事業であり、読書活動や子育てへの橋渡しとなるよう更

なる事業として、定着することを期待する。 

〇 学校と市立図書館との連携が学校図書館司書の配置により着実に進んでいることを評価す

る。今後は、「座間市立図書館を使った調べる学習コンクール」、「中学校ＰＯＰコンクール」に

おいても教職員や学校図書館司書との連携を密にしながら取り組むことにより、児童生徒にと

っては、市立図書館が身近な存在となり、将来的に市立図書館利用へとつながり読書活動へと

つながっていくことが期待される。 

 

＜評価＞ 

◎ 公民館施設では、老朽化した備品（会議室等の机、椅子等）の新調に当たり、高齢の利用者

の利便性を考慮した備品を調達し、施設の充実と強化を図るため、設備を修繕します。 

◎ 市民大学は、生涯学習プランで掲げた基本方針「現代的課題に対応した生涯学習の推進」と

「学習関連機関及びコミュニティ関連機関との連携による生涯学習の推進」を目標として実施

し、この１０年間で延べ２，１９１人が受講しました。 

◎ 第四次座間市総合計画の施策２８「生涯学習」のまちづくり指標「公民館の講座受講者数（延

べ人数）」の最終年度目標値７，０００人に対し、令和元年度実績が７，５３０人となり、目標

を一時上回りましたが、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、講座の中止や

講座の定員数を通常より少なめに募集したため、受講者数は落ち込みました。今後は、令和２

年度の取組を検証し、対面講座の実施方法を工夫、オンライン講座の開催、座間市公式チャン

ネル（ＹｏｕＴｕｂｅ）による動画配信の検討など、感染症対策を徹底しながらコロナ禍であ

っても市民に学習の場を提供していきます。 
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  また、第四次座間市総合計画のまちづくり指標『「いつでも、どこでも、だれでも学べる」と

いう生涯学習の環境が整備されていると思う市民の割合』は、令和２年度は１８．２％であり、

目標値４０％を達成できませんでした。しかし、これまでの推移を確認すると、平成２６年度

の１５．６％から平成２８年度１９．１％、平成３０年度２１．３％と、少しずつ上昇してお

り、生涯学習の環境整備の成果を市民が徐々に感じていると推察できます。今後、より多くの

市民が生涯学習の環境が整っていると感じられるように整備を進めます。 

◎ 市民自主企画講座や家庭教育委託講座など学習活動を充実させ団体のスキルアップを図ると

ともに団体以外の市民にも学習機会として活用していただけるように、両講座を実施する団体

を発掘してきました。新規団体の参加に向けて更に周知し、生涯学習活動を推進します。 

◎ 生涯学習の振興については、幅広い年齢層の市民及び各サークルの自主的な生涯学習を支援

し、意欲を高めるために、学習、スポーツ、芸術等の活動に参加できる機会と場を確保してい

ます。 

今後も、市民の学習意欲に応えられるように、工夫し、検討しながら、子育て中の親を対象

にしたこころの育児講座及び夫婦で参加する子育て講座等を開催し、豊かな心を育む家庭教育

及び文化事業を提供します。また、生涯学習フェスティバルは、地域の生涯学習活動や公民館

活動を活性化させる事業として、市民ニーズを反映させながら実施します。 

◎ 図書館の貸出利用者数は、第四次座間市総合計画策定後、継続して減少傾向にあり、コロナ

禍による臨時閉館や貸出制限の影響を受けた令和２年度実績は、第四次座間市総合計画基本構

想の目標値に対し５６．４％という低い達成率となりました。図書館の貸出利用者数の減少は

本市だけでなく全国的な傾向であり、公共図書館全体の抱える課題と言えます。市民の読書ス

タイルの変化を調査研究するとともに、ニーズを的確に捉え、魅力ある蔵書を揃えていく必要

があります。更に、新たな利用者を呼び込むために、電子図書館の利用拡大を進めます。 

◎ 令和２年度は、コロナ禍が続く中、感染拡大対策を徹底しながら、図書館の特性を活かした

講習会や講座を開催しましたが、引き続き市民と協働し、子どもから大人まで全ての世代に対

し学習機会を提供していきます。また、ブックスタート事業をきっかけに、おはなし会等児童

向け事業への参加を促し、更に市内全小学校を巡回する移動図書館の利用へとつないでいくこ

とで、子どもの読書習慣の定着を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 52 - 

５ 市民文化 

 

＜総合計画における目標＞ 

 市民は、芸術文化を親しみ豊かな生活を営むとともに、地域の歴史や文化財への関心を高め、

次世代に伝える活動に取り組んでいます。 

 

 令和２年度は、９月までの事業は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止しました。同

様に、市民文化会館でも催事等の中止を余儀なくされ、利用者数に影響が出ました。１０月以降

は、感染症対策を施し、可能な範囲で開催しました。 

 

 (1) 文化施設の整備・維持管理及び運営 

  【施策の方向】 

    文化施設の整備・維持管理及び運営の充実により、優れた芸術文化に触れる機会の拡充

を図ります。 

 

  【取組の概要】 

   ① 市民文化会館は、芸術文化の鑑賞及び自主的な芸術文化活動の場として市内外の個人、

各種団体等に利用され、芸術文化の活動拠点となっています。 

この施設は指定管理制度※を導入し、公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団が

指定管理者として管理運営しています。開館から２０年以上が経過し、設備の経年劣化

や耐用年数の経過に伴い、継続的な修繕等が必要な状況です。令和２年度は舞台機構設

備の更新、大・小ホール客席誘導灯、リハーサル室及び事務室の空調機及び敷地内外周

道路の修繕を行いました。 

   ② 令和２年度の指定管理者による芸術・文化振興事業は、新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため、７月までの事業は中止となりましたが、２６事業を実施し、入場者（参

加者含む。）は１２，８６０人でした。 

     その中で、日本歌曲コンクールは、日本歌曲の認知度を高めるとともに、日本音楽の

普及と座間の地域発展を目指し、これまで市民文化会館での開催を重ねてきましたが、

新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言のため、令和２年４月に予定していた

第４回日本歌曲コンクールの開催を中止しました。その後、開催方法を再検討し、令和

                                                                                      
※ 指定管理制度 

住民サービスの向上、行政コストの縮減を目的とし、民間活力（専門的な手法や経営ノウハウ）を活用して公の施

設を管理及び運営する制度です。本市の場合、市教育委員会が公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団（以下「指

定管理者」という。）に市民文化会館を管理させています。なお、指定管理者が行う業務は、①芸術文化事業の企画

及び実施、②芸術文化活動に関する情報の提供、③文化会館の利用の承認、④文化会館の施設及び設備の維持管理な

どと条例で規定しています。 
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３年３月に第５回日本歌曲コンクールを無観客で開催しました。また、昨年度に引き続

き、アウトリーチ事業として、令和３年３月に劇団四季による「美しい日本語話し方教

室」を市内の小学校で実施しました。 

    ・ 座間歌曲祭２０２１第５回日本歌曲コンクール 

      参加者 １２３人 

      入場者数  ０人（無観客） 

    ・ 劇団四季「美しい日本語の話し方教室」（対象：６年生） 

      相模野小学校６年生   １０８人 

 

  【課題等】 

   ① 市民文化会館の施設・設備の大規模修繕は、日常の点検結果を考慮した計画的な施設

の修繕や設備の更新を図るとともに、安全性の確保を最優先に考えながら、施設や設備

の長寿命化と利用者の利便性の向上を継続的に図ることが必要です。 

   ② 市民文化会館の利用者数は、昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受

けて利用申込のキャンセルや自主企画事業の中止が発生したため、大幅に減少しました。  

     今後は、芸術文化の活動拠点として市民ニーズを把握し、館内の徹底した衛生管理を

行うなど、コロナ禍における利用者増加に向けた取組が必要です。 

     〔市民文化会館年間利用者〕 

年度 

項目 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

利用者数 ２２９，１６０人 ２１６，７８８人 ２０５，１６８人 １８１，６３３人 ４６，１７７人 

 

 (2) 市民の文化活動支援 

  【施策の方向】 

    市民文化の創造を目指し、文化団体の育成や指導者の養成を積極的に進めるなど、市民

の文化活動を支援します。 

 

  【取組の概要】 

     新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市民芸術祭の大部分や児童文化展、ロビ

ーコンサート等を中止しました。一方、市民の自主的な創作発表、鑑賞活動の機会を提

供するため、感染症対策を徹底したうえで、美術展や芸術文化セミナーなどを開催し、

高い水準の芸術文化への市民の関心を高め、芸術文化活動の充実と文化団体の育成及び

活動の支援に努めました。 

あわせて、中止した事業の代替として、市民芸術祭のうち展示部門の一部を「座間市
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民ネット芸術祭」と題したホームページ上で公開し、ロビーコンサート及び一部の講座

をインターネットで配信しました。また、市民文化会館での芸術文化活動は、指定管理

者と連携し近隣文化施設への広報を行いました。 

     美術展では、市内在住の芸術家の大塚末男・正子夫妻と写真家の尾崎忠夫・敦子夫妻

による「夫婦で同じ趣味」展を開催し、同じモチーフ・被写体を扱った作品を展示する

ことで、それぞれの作風・視点の違いを表すとともに、夫婦で同じ趣味を持つことの素

晴らしさを伝え、芸術文化の啓発を図ることができました。また、市内で活動する芸術

家を中心に結成されたアーティストファイル登録者の協力により、登録者の作品を展示

する作品展「座間・アートの今展」を開催し、芸術文化の振興に努めました。 

     更に、文化講座では、美術ジャーナリストで女子美術大学・東京藝術大学などで非常

勤講師をされている藤原えりみ氏による西洋美術史入門講座を開催し、多くの方に学ん

でいただくことができました。また、市内の文化団体との協働事業として、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止のため、座間市公式チャンネル（ＹｏｕＴｕｂｅ）にて書道講

座、いけばな講座を配信しました。 

   

【課題等】 

     市民の心の豊かさや生きがいなど、精神面の充実につながる積極的な芸術文化活動を

支援するため、作品の展示や創作発表の場を継続的に提供する必要があります。しかし、

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、美術展を始めとする各種催事

や例年行ってきた文化講座を中止、変更することとなりました。今後の継続的な文化振

興のため、感染症対策を施しながら、「新しい生活様式」に対応した事業展開を行う必要

があります。 

   また、市民の文化活動の支援を強化するため、市内の文化団体やアーティストファイ

ル登録者の協働事業への積極的な参加を促進する必要があります。 

 

 (3) 歴史・伝統文化の保存と継承 

  【施策の方向】 

    歴史・伝統文化の保存、継承に努めます。 

 

  【取組の概要】 

   ① 文化財保護・活用の推進 

    ・ 市指定重要文化財は、令和２年度に「北条藤菊丸棟札」（鈴鹿明神社所蔵 工芸品）

を新規指定しました。そのため、市指定重要文化財は全部で３７件となり、市内の指

定文化財は星谷寺の「嘉禄３年（１２２７年）紀梵鐘」（国重要文化財）を含めて３８
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件を数え、保存管理者と共に保存・活用を行いました。 

座間市内指定文化財一覧（国及び座間市指定） 

種別 区分 名  称 所在地、由緒等 

重
文 

銅
鐘 嘉禄三年紀梵鐘 星谷寺 嘉禄 3年(1227年）紀銘(国指定) 

有
形
文
化
財
（
35
） 

古
文
書

(10) 

星谷寺文書 星谷寺 中世文書 秀吉制札他 3通 

鈴木家鍛冶文書 個人蔵（座間 1丁目）中世文書 道俊書状他 3通 

大矢家文書 個人（栗原中央四丁目） 近世文書一括（旧栗原村）＊ 

飯島家文書 個人蔵（入谷西四丁目） 近世文書一括（旧入谷村） 

建
造
物

(7) 

（
石
造
物
） 

岩城常隆供養塔 心岩寺 岩城常隆（いわき市平の城主）江戸中期の建立 1基 

石造大日如来座像 個人宅（座間 1丁目） 江戸時代前期建立 1基 

六字名号碑 宗仲寺 江戸時代初期建立 源栄上人入山記念 1基 

蜻蛉燈籠   宗仲寺 献燈形 推定江戸初期建立 1基 

神変大菩薩碑 諏訪明神 江戸時代後期建立 役小角の称号碑 1基 

宝篋印塔 星谷寺 江戸時代中期建立 市内最大の宝篋印塔 1基 

保田安兵衛供養塔 浄土寺 江戸時代中期建立 市内最古の寺子屋師匠の供養塔 1 基 

美
術
工
芸

(4) 

相州住綱廣銘脇差 個人蔵（座間 1丁目）室町末期の作 平造り 1振 

相州住周廣銘脇差 個人蔵（座間 1丁目）戦国時代の作 平造り 1振 

鐙 円教寺 室町時代後期 総鉄製 佐々木掛け 1双 

北条藤菊丸棟札 鈴鹿明神社 室町時代 1枚 【令和２年度新規指定】 

彫
刻 釈迦如来立像 心岩寺 室町時代 木彫 1体 

書
跡

(2) 

写経 円教寺 紺紙金泥巻子仕立 1巻 鎌倉時代中期 

栗原学校扁額＊ 明治 10年代 山岡鉄舟揮毫 市教育委員会保管 

天
然
記
念
物

(6) 

咲き分け散り椿 星谷寺 1株 

大欅（けやき） 護王大明神社境内 樹齢推定 300年 1株 

桑 個人宅（座間 1丁目） 普通十文字種 1株 

ニッケイ 個人宅（西栗原一丁目）樹齢推定 110年 1株 

シラカシ 栗原神社境内 樹齢推定 500年 1株 

椿 個人宅（栗原）樹齢推定約 330年以上 1株 

史
跡

(5) 

鈴鹿横穴群第一号 個人宅（入谷西三丁目）推定 1,300～1,400年前 

梨ノ木坂横穴群 羡門部石積に特徴あり 第一号・第二号（入谷 5丁目）＊ 

鈴鹿遺跡 
鈴鹿明神社境内 縄文時代後期（約 3,500年前）の平地式住居址等

（住居址及び遺跡包蔵地） 

相模野基線南端点 個人宅（ひばりが丘一丁目）日本最古の一等三角点(明治 15年) 
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基線中間点＊ 相模野基線上に明治 35年に設置された中間点（相模が丘二丁目）。 

無
形
文
化
財

(2) 無
形
民
俗
文

化
財
(2) 

祭囃子 若音会 ｢かまくら」、「やたい」 2曲 

座間歌舞伎 入谷歌舞伎会 

※市内指定文化財の総数は３８件（国指定１、市指定３７ ＊は市及び市教育委員会が管理している文化

財。令和３年３月３１日現在） 

 

    ・ 文化財めぐりは、市内で活動する「座間ふるさとガイドの会」に文化財や神社仏閣、

名所などを紹介する講師をお願いし、参加者の好評を得ました。 

      例年、３月に２回目を実施していましたが、企画段階で緊急事態宣言が発出された

ため、実施しませんでした。 

実施月日 コース名称 主な行先 参加人数 

令和２年 

１０月１１日(日) 

秋の文化財めぐり「湧水と歴史

の里『鈴鹿・長宿』を訪ねる」 

（座間駅→入谷西二丁目→

座間１丁目→富士山公園） 
７人 

    ・ 座間ふるさとガイドの会は、市内の文化財・文化遺産に関わる史跡等を、市教育委

員会や市内のその他の団体の要請を受けてガイドを行いました。また、市内小学校や

福祉施設での郷土紙芝居の公演等を行いました。同会では、会員の手によるオリジナ

ル郷土紙芝居の作成など、会員のスキルアップのための学習活動を積極的に実施しま

した。 

   ② 大凧揚げの歴史の継承と無形文化財保持団体の育成 

    ・ 大凧の製作や行事の実施は、座間市大凧保存会が主体となり、その他各種団体と協

働で行っています。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により「大凧まつり」

は中止となり、「大凧まつり」会場で実施してきた市内各中学校の凧揚げも行うことが

できず、伝統的な行事や技術を若い世代へ継承する機会を創出できませんでした。 

一方、市民及び関係部局からの大凧の歴史に関する問合せがあり、大凧に対する市

民の関心の高さを感じました。 

    ・ 入谷歌舞伎や祭囃子団体など無形文化財保持団体の保護育成にも努め、令和２年１

１月の市民芸術祭での映像上映（入谷歌舞伎）、理事会の開催（祭囃子）など、コロナ

禍における活動継続について検討を重ねました。 

   ③ 企画展示 

    ・ 例年、市民文化会館１階の常設展示室で企画展示を実施していますが、コロナ禍に

おいて安全な開催が困難であるため展示を自粛し、令和３年３月には会場を市役所ア

トリウムに移して展示を行いました。 

実施月日 テーマ 内容 

令和３年 

３月１１日（木）～ 

３月２５日（木） 

わがまち古寺探訪 
市内に所在する９つの寺院と、関連する文化財、

伝説等を紹介した。 
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    ・ 市役所 7階展望室通路の壁を活用し、古代からの座間の歴史を紹介する展示を行い

ました。 

   ④ 刊行物の刊行及び資料等の収集・整理 

    ・ 「座間むかしむかし第４３集」の刊行 

      「平成三十年度郷土講演会講演録」、「昭和十六年度空中写真に見るナベトロ線の経

路」の２編を収録し発行しました。 

    ・ 絶版状態にあった「座間市重要文化財案内」に、刊行以降に指定された重要文化財

の記述を加え、再版しました。 

    ・ 市史編さん事業として古文書等の収集資料の整理を継続して行いました。 

   ⑤ 郷土資料館整備事業 

     第四次座間市総合計画で位置付けられている郷土資料館整備事業について、大学の博

物館学の専門家や学識経験者ら５人を構成員とする「座間市郷土資料館整備事業検討委

員会」は、郷土資料館の整備に関わる検討会議を開催しました。令和２年度は第四次座

間市総合計画の最終年度であることを踏まえ、これまでの検討内容をまとめた提言書を

教育委員会に提出しました。 

日 程 内    容  （概  要） 場   所 

令和２年 

７月３日（金） 
郷土資料館整備に係る提案書（案）（第１回分）について外 

座間市役所 

５－１会議室 

９月４日（金） 郷土資料館整備に係る提案書（案）（第２回分）について外 
座間市役所 

教育委員会室 

１１月１３日（金） 郷土資料館整備に係る提案書（案）（第３回分）について外 
座間市役所 

教育委員会室 

令和３年 

１月２９日（金） 
郷土資料館整備に係る提案書（案）（第４回分）について外 

座間市役所 

教育委員会室 

３月１２日（金） 郷土資料館整備に係る提言の提出について 
座間市役所 

４－２会議室 

   ⑥ 樹木保全事業 

     市指定重要文化財（天然記念物）の大欅、シラカシ、ニッケイ、咲分け散り椿、椿の

５樹について、樹勢点検を実施した結果、大欅に経年変化により亀裂が生じていたため、

緊急樹勢回復治療を実施しました。また、台風や強風などの悪天候による樹木倒壊等が

想定される際には、見守りパトロールを実施しました。 

 

  【課題等】 

   ① 文化財保護・活用を推進する事業として、座間ふるさとガイドの会が行う「文化財め

ぐり」が好評で、健康ざま普及員などからの依頼に加え、近年は市内小学校での紙芝居

公演やコミュニティセンターでの各地域に沿った歴史講座の開催、市民芸術祭や図書館

での文化財についての展示会など、活動が多岐に渡るようになり、行事の内容を充実す
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るために、ガイド技術や郷土の歴史、地域特有の知識の向上等が一層望まれています。 

     今後も講師の紹介等、会の活動に協力するとともに、会員・参加者ともに高齢者が多

い傾向にあるため、感染症等の防止対策に充分配慮しつつ推進していく必要があります。 

   ② 伝統行事が中断されると伝統文化の継承が困難になるという課題がみえたため、大凧

揚げの歴史継承と無形文化財保持団体の育成を推進する必要性を感じました。郷土座間

の民俗文化を市民、更には市外の人に周知するため、関係部局及び座間市観光協会など

外部団体との協力・協調の中で紹介していくとともに、若い世代（小･中学校の児童生徒

等）に参加を呼び掛けていきます。 

   ③ 企画展示は、市史編さん事業の中で調査した資料を活用し、市域の歴史や民俗に関す

る資料（主に写真資料）を幅広く市民に紹介することや過去に調査した文化財を取り巻

く環境の変化なども踏まえた継続調査を行い、感染症等の対策に配慮しつつ、その結果

などを紹介する企画展を今後も実施していく必要があります。 

   ④ 刊行物の刊行及び資料等の収集・整理については、歴史・伝統文化の保存及び継承を

するため、今後も引き続き座間の歴史に関わる資料の収集・研究を行い、計画的に市史

などに関わる刊行物を発行していく必要があります。 

   ⑤ 郷土資料館整備事業は、座間市郷土資料館整備事業検討委員会の提言を踏まえ、郷土

資料館について教育委員会で協議し、今後の方針について検討する必要があります。 

   ⑥ 樹木保全事業では、今後も地域に根付く見守りの樹として、市民に愛される文化財と

して維持するために、強い台風や強風などの際には見守りパトロールを行うなど、注意

深く管理していく必要があります。 
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＜点検評価委員の主な意見＞ 

○ 「第四次座間市総合計画基本構想」及び「生涯学習プラン」における計画期間の最終年度は、

新型コロナウイルス感染症対策により事業の中止はあったが、優れた芸術文化に触れる機会の

拡充や市民の文化活動支援、文化団体の育成及び活動支援に努力され、市民との協働による事

業実施も着実に推進され、芸術文化や市民文化の振興に寄与してきたことを評価する。今後は、

感染症防止対策を徹底する中で、より多くの市民等に利用される市民文化会館として、運営の

充実と市民ニーズの把握、更に市内外への情報発信が必要である。 

○ 伝統文化の保存・継承、文化財の保護・活用については、「座間市大凧保存会」、「無形文化財

保持団体」、「座間ふるさとガイドの会」との協働による事業実施が図られていることを評価す

る。今後も歴史や伝統文化が保存・継承されていくために、これらの団体の保護育成に一層の

支援が必要である。 

○ 伝統文化の継承について「大凧揚げ」は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となっ

たが、大凧のＰＲに努められたことは評価できる。今後も市内中学校の参加や若い世代の参加

の輪が更に広がる取組を期待したい。 

〇 指定文化財などの貴重な品々の展示について、庁舎内やハーモニーホール座間常設展示室で

の企画展の開催など、積極的に取り組まれていることを評価する。 

○ 郷土資料館の整備について、座間市郷土資料館整備事業検討委員会から提言書が提出された

ことは非常に高い評価に値する。今後は、提言を受けたことによる事業展開を期待したい。な

お、郷土資料館が整備されるまでの暫定的な措置として、考古遺物及び民具などの資料並びに

「郷土の先人に学ぶ」で紹介された功績ある偉人を、市ホームページに掲載し、多くの市民に

情報提供できるよう検討してもらいたい。 
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＜評価＞ 

◎ 第四次座間市総合計画のまちづくり指標「何らかの芸術文化活動を行っている市民の割合」

の最終年度目標値３０％に対し、令和２年度は１３．３％でした。令和２年度の落ち込みは、

過去１０年間の割合が１６．２％から１９．６％の間を推移してきたことと比較すると後退に

見えますが、新型コロナウイルス感染症対策として市民のサークル活動の自主的休止や、例え

ば、ミュージカル入門講座の開催予定の中止や、コンサート及び展示会の開催の一部中止など

が影響したものと考えます。 

  今後も、座間市在住の芸術家による美術展や市民がなかなか触れる機会のない現代美術展に

も引き続き取り組みます。また、市民ニーズの把握に努め、芸術文化活動の拠点として発表の

場を提供するなど、独創性のある新たな文化の創造・発信に努め、地域のコミュニティ形成や

まちづくり活動に生かす継続的な市民の芸術文化活動の充実を図る取組を推進します。 

◎ 市民文化会館は、設備を計画的に修繕し、日常の保守点検や施設・設備の維持管理に特に配

慮しました。今後も利用者の安全性や利便性の向上のために、施設・設備の中長期修繕計画の

中で大規模修繕や設備更新に努めます。 

  また、第四次座間市総合計画のまちづくり指標「１年間の市民文化会館の利用者総数」につ

いて、令和２年度の目標である２５万人を達成できなかったものの、毎年約２２万人前後の安

定した利用者数を維持できたことは、平成２８年度に毎週月曜日の休館日を廃止とし開館日を

拡大して利用者サービス向上に努め、優れた芸術文化に触れる機会の拡充に寄与した結果と考

えます。しかし、令和元年度から令和２年度にかけては新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、催事の中止や文化会館利用申込の取消などがあり利用者数を伸ばすことができませんでし

た。今後も、「新しい生活様式」に対応する運用体制を確保し、市民が安全に利用できる文化施

設として運営します。 

◎ 第四次座間市総合計画のまちづくり指標『「大凧揚げ」など歴史・伝統文化が保存・継承され

ていると思う市民の割合』が、令和２年度調査では７５％となり、目標値８５％に対して９割

弱を達成しました。令和２年度に発刊した「座間むかしむかし第４３集」、「座間市重要文化財

案内」などの新しい刊行物の周知や、市の歴史・文化に関する講座開催や企画展示などに取り

組み、多くの市民が市の歴史や伝統文化に触れるような環境づくりを進めます。 

◎ 第四次座間市総合計画に基づき、郷土資料館の整備について郷土資料館整備事業検討委員会

が検討してきた結果をまとめた提言書が提出されました。この提言を受け止め、今後、郷土資

料館の整備の検討を進めます。 
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Ⅲ まとめ 

 

 令和２年度は、本市の「第四次座間市総合計画」の実現に向けて取り組む最終年度となりまし

た。 

 この構想に掲げる将来のまちの姿「ともに織りなす 活力と個性 きらめくまち」を目指して、

教育部門における将来目標「のびやかに 豊かな心 はぐくむまち」の実現を着実に推進するた

め、本市教育行政の基本指針となる「第２期座間市教育大綱」に基づき、学校、家庭、地域社会

が一体となって連携・協働を図りながら、本市が現有するあらゆる教育資源を有効に活用して、

新しい時代に対応した教育施策の具現化に全職員一丸となってまい進してきました。 

 一方、急速に進む少子高齢化、国際化や情報化の発展、ライフスタイルの変化や地域コミュニ

ティの希薄化等、子どもたちを取り巻く環境が刻々と変化していく中で、教育に対するニーズも

多種・多様化し、その課題に対する取組から教育に寄せられる期待は切実であります。 

 また、令和２年１月に国内で初めて新型コロナウイルスの感染者が確認されて以降、感染防止

対策や非常事態宣言の発出等により、教育の現場や本市教育施策の取組は大きな影響を受けまし

た。 

 このため、令和２年度も学校の一斉臨時休業や生涯学習事業の一部中止、社会教育施設の使用

制限等を継続せざるを得ませんでした。 

 このような中、教育環境においては、GIGA スクール構想の実現及びコロナ禍における学習機

会の保障のため、小・中学校の児童生徒一人に１台の学習用端末、高速大容量の校内通信ネット

ワーク等を短期間に整備し、ICT 利活用のための基盤を整えました。 

学校保健では、新型コロナウイルス感染症対策として、換気や消毒の徹底のほか、学校長の裁

量で迅速に保健衛生用品等を購入し、学校教育活動の継続に取り組みました。 

教育活動では、「豊かな心の育成」を学校教育の重点主題として、人間性豊かな児童生徒の育成

に取り組んだ結果、全国学力・学習状況調査での児童生徒質問紙から見た傾向からは、「思いやり

の心が育っている」（小学校）、「きまりを守る態度が育まれている」（中学校）などの割合が高く、

豊かな心が着実に育成されてきた成果が表れてきています。また、小学校では、新学習指導要領

改訂に伴い、実際の社会で活用できる資質・能力として「知識及び技能」「思考力、判断力、表現

力等」「学びに向かう力、人間性等」が示され、その育成をめざした教育活動が始まりました。 

 生涯学習では、「座間市生涯学習プラン」の下、市民の学習意欲と地域課題を踏まえ、学習活動

の拠点となる施設の整備、充実を図り、講座開設により学習機会を提供しました。また、芸術文

化の催しを企画し、芸術文化活動を支援するとともに、貴重な文化財の保護に取り組みました。 

 図書館においては、電子書籍の貸出返却ができる電子図書館サービスを開始し、来館が困難な

市民や電子機器の使用率が高い若い世代への読書機会の提供が可能となりました。 

令和３年度以降は、令和４年度までを計画期間とする「座間市市政運営指針」に定める施策等
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を感染防止対策と両立させながら取り組むとともに、教育事務の点検・評価等によって事業の妥

当性など多角的に検証しつつ、市民ニーズの多様化・高度化や社会情勢の変化に適切に対応した

質の高い継続的な行政サービスを推進してまいります。 


